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午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第８６回新温泉町定例議会２日目の会議を開催するに当たりまして、議員各位には御

多用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

本日は、初日に引き続きまして、一般質問を中心に議事を進めてまいりたいと存じま

す。議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、議事の円滑な運営に御協力を賜

りますようお願いを申し上げます。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） おはようございます。定例会第２日目の開会に当たり、一言御

挨拶申し上げます。

本日は、昨日に引き続きまして４名の方より一般質問をいただいております。いずれ

も行政の運営にかかわる重要な案件であります。誠意を持って答弁をいたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第８６回新温泉町議会定例会２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（中井 勝君） 日程第１、一般質問に入ります。

きのうに引き続き、受け付け順に質問を許可いたします。

まず初めに、１１番、河越忠志君の質問を許可いたします。

１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 改めまして、おはようございます。

新人議員の河越忠志でございます。何分、ふなれでございますので、ぶしつけな表現

もあろうかと思いますけれども、そのあたりは御容赦いただきまして、何とぞよろしく

お願い申し上げます。まず、通告書に沿って一般質問をさせていただきたく思いますの

で、よろしくお願いします。

最初に、政策全般についてでございますが、まず、西村町長、改めまして選挙での御
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当選おめでとうございます。昨日の御挨拶の中で所信、憲法または基本的人権を尊重す

るという文言を加えていただきました。そのことに対しまして、心より敬意を表したい

と思います。

選挙では、４割の投票を獲得し、当選されたわけですけれども、残り６割の方々、こ

の方々の思いも町政に反映していただきたいと思っております。実際には６５％の方々

が変革を求めておられたことも事実です。それを踏まえて、今後の町政運営に当たって、

改めて御決意等をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まず、選挙の構造っていいますか、３人の立候補者があったと。

そのうち、当選が私になったということですけど、実は３人それぞれ主張も違います。

それから、何ていいますか、育った環境も違う、考え方はそれぞれ違うわけですね、個

性もあるという中で、人を選んだという票があったと思うんです。それが１点。

それから、人物より政策を重視して選んだ、そういう側面があると思うんです。もち

ろん親戚だとか、そういう地縁・血縁、こういったところも踏まえて票が形成されたと

いうぐあいに考えております。４割とか６割とかいろんな表現はあるんですけど、それ

は、敵だとか味方だとか、そういう考えは僕はしておりません。いろんな、それぞれ有

権者の方が自分の判断でされたわけですけど、価値基準は全部違うと。ですから、当選

した今考えると、当選されたいい点、悪い点がそれぞれあると思うんですけど、いいと

ころを、なぜこの人にこれだけの票が行ったのか、自分の票はどうだったのか、そうい

う中身をやはり分析する中で、それぞれの候補者のよい点を今後のまちづくりに生かし

ていきたい。よい点というのは、取り組み姿勢、かつて、前町長のよかった点、たくさ

んあります。筋を通すとか、いろんな教育関係の整備であるとか、いい点はやはり継承

していきたい。一方で、福祉を強調されておられた候補者もいたわけですから、そうい

うところのいい点はやはり生かしていくということが大事だと。僕は敵とか味方とか、

そういう表現はしたくないと。君の反対が６５％おるでとかそういうのは、そういう見

方をすると行き詰まるというぐあいに思っておりますし、やはりもう終わった、次のま

ちづくりはどうあるべきか、そういったところに、将来に向けて、それぞれの候補者の

よかった点を生かしていきたいと、そういう思いでおります。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 御答弁、本当に私も同感でございます。かつての選挙で

は、町を二分するような結果になったこともあった、そんなふうに認識しておりますけ

れども、今、新温泉町は、私は危機状態にあると思っています。その中で、町民が一丸

となることが絶対に必要だと。そうしなければ、この難局は絶対に乗り切れない。要は、

成り行き任せの行政、まちづくりになってしまうというふうに思っています。そういっ

た点で、敵味方もない、そういうふうに言っていただいたことに対しまして、大変心強

く思います。ぜひ、その思いを持って、任期満了のときには全町民が支持者になる、そ
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んな思いで町政運営をしていただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。

次に、今の危機状態の件もございますけれども、私が一般町民としてこの町を見てい

たときに、この町のそれぞれの施策が、果たして隅々までこの問題点を認識し、一つ一

つの問題にどんなふうに取り組む計画を立て、その中で重点を置いて施策実行に移され

たかどうかについて、私自身には余り伝わってこなかった。私は勉強してこなかった面

もあろうかとは思いますけれども、いろんな諸課題を検討されているとは存じますけれ

ども、果たして隅々までの問題点を各担当課が掲げられ、それを解決するのにどういう

経緯、また、どういう手法があって、それに予算的必要があって、その中で重点があっ

て、また、連携することがあって、そのあたりの検討はどのようになされてきたか、そ

のあたりについての今の御認識をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まちづくりは総合計画などを立てることによって、いろんな基

本計画があります。計画自体は非常に中身、大変すばらしい計画ができております。一

方で、やはり連携、職場内、役場組織の連携、危機意識の共有であるとか、住民参画の

あり方であるとか、どっちかというと役場内部だけで物事が進んでいるという、そうい

う感じを、これまでから持っておりました。背景には人手不足、職員の定員管理である

とか、いろんな法律的な束縛のようなものがあります。なかなか、本当に夜遅くまで頑

張っている職員さんが多いです。本当に人が不足しているということを、この３週間通

しても感じております。一生懸命やっておられる、だけど、自分の仕事には一生懸命で

す。だけど、全体をやはり見る、統一的に見て、そしてまちづくりの方向性を打ち出し

ていくということは、計画上、紙に書かれた基本計画上はできてはいると思います。だ

けど、実態の掌握がいま一つだと、そういうふうに感じております。そういう横の連携

をより現状認識、これはやはりきっちりと取り合っていくということが大事だというぐ

あいに思っております。その背景にあるのは、やはり住民の考え方、住民の思いという

のがやはり役場の中の予算づくり、いろんな政策に生かされていくことが大事だという

ぐあいに感じておりますし、そのことが基本だと。住民忘れて役場はないというぐあい

に考えております。ですから、あくまでもやはり住民と向き合うということを基本に、

課の連携、職員同士のチームプレーに撤するということが大切だというぐあいに思って

おります。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ただいま御答弁いただいたことに関しても、もっともだ

とは思うんですけれども、ただ、いろんな諸問題については、目につくことと目につか

ないことっていうのがあろうかなと思います。そんな中で、例えば、私も仕事の関係で、

道路とか公共施設等の敷地について未登記の部分があったりするようなことがあります。

県の道路なんかでもそういったものがあったりして。このたび、浜坂道路が完成しまし

たけれども、一部、１７８号線が町に移管するようなことになってると思います。そん
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な中にも、細々としたことは申し上げられませんけれども、例えば未登記の部分がある。

その未登記の部分が道路の管理上問題なければ、それもそのままでいたし方ない部分あ

りますけれども、それが、例えば隣接してる土地の利用等に影響したり、また、そのほ

かでも、民間の経済活動に影響するようなこともある、そんな場合も考えられます。そ

ういったことの中で、町内の道路の管理とか、ほかの施設についても同様のこともあろ

うかなと思うんです。これは、単なる一つの例ではありますけれども、そういったもの

について、兵庫県であればそういった問題についてのリストがつくられてまして、その

中で、処理できるもの、できないもの、これは重要なもの等を判断をされて、少しずつ

処理をするというようなことにも取り組まれています。これにも当然予算措置は必要な

んですけれども、これが例えば民間の経済活動に影響するようなものであれば、これは

町としては優先して処理する必要もあろうかと思います。一点一点について私が認識し

ているわけではございませんけれども、そういったものを例に挙げた中で、例えばそう

いった未登記の処理等について、建設課さんのほうではどんなリストつくられてるのか、

どういうふうに処理されてるのか、認識されてるのか、そういったことも可能ならお答

えいただけたらと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 実は、町長になって就任後、即、各課から懸案事項の引き継ぎ

を受けております。その中に、未登記部分の引き継ぎももちろん入っております。詳細

は、具体的には細かくは見ておりませんけど、今言われたような、町が抱えている諸問

題についての引き継ぎは受けております。より細かいところまで懸案事項として引き継

ぎをされたかどうかについては、詳しくは確認はしておりませんが、懸案事項、時間的

な余裕も余りなかったということで、ほぼ大まかな懸案事項ということで引き継いでお

りますが、より細かいところを確認しまして、手を打っていきたいというぐあいに思っ

ております。

今の御質問については、建設課長のほうからわかる範囲で答弁をさせます。

○議長（中井 勝君） 田中建設課長。

○建設課長（田中 雅樹君） 失礼します、資料をちょっときょうは持ち合わせておりま

せんけども、先ほどの御意見の中で、例えば浜坂道路の開通に伴いまして、１７８の一

部に未登記があるということのお話がございました。我々もその中で随時調べて調整は

しておるわけですけども、その中で、道路がなすべきもの、それから、河川管理者がな

すべきものという形の中で、道路の下が未登記であっても、それは河川区域で重なって

おれば河川管理者がすべきものでございます。道路よりも河川が優先するという形の中

で、例えば対田の１７８につきましては、ある程度未登記がございますけど、それは土

木のほうで引き継いでするものという形の中であります。それから、我々につきまして

も、一般の町道につきましても、も町それぞれございます、 ももも件も上ございます。

それを一つ一つ解決しようという形になりましたら、どうしても経費等々がございます
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ので、例えば隣接等で分筆が発生するとか、そういうときにあわせて経費を安くして何

とか未登記物件を処理していこうという形の中で計画をしております。ただ、毎年実施

できるのが数件ということでございまして、なかなか未登記として進んでいないという

のが現状でございます。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ただいま建設課長さんのほうから御答弁いただいたわけ

ですけれども、確かに予算措置が必要になります。そのときに、先ほど私が申し上げた

ように、何が影響するのか、その重点的なところ、経費もそうですけれども、どれだけ

影響するかというのが一番重要じゃないかなというふうに思っています。その中でどう

いう優先順位が適当か、そこら辺についても必要であろうと思いますし、私が浜坂道路

の件を出させてもらったのは、多分、本町の中では特に大きな問題が多分ないとは思う

んですけれども、他町の移管区域の中に非常に、もしも処理をすれば膨大な費用がかか

るようなものありまして、私が全て認識してるわけではないので、そういったものをそ

のまま引き継いだ場合に県がそれをやってくれるかといったらやってくれない部分、河

川区域になってれば、今おっしゃられたとおりかもしれませんけれども、そういったも

のもありますので、そのあたりを、引き継ぎについても十分検討された上で、県と調整

して引き受けられたほうがいいかなというふうなことも、一つの例としては私は認識し

ておりますので、よろしくお願いします。

同様のことではあるんですけれども、私はまちづくり全ての政策等について、医療と

同じじゃないかなと思います。私たちが、例えば病気になったときに自覚症状を持ちま

す。病院に行くと自覚症状を尋ねられます。その次に、自覚症状ではなくていろんな検

査をします。検査をした中で、本人が自覚してないこと等が出てくる。その中で、医師

はその症状を診断していくわけですけれども、その診断していく中で、その原因は何だ

ったのか、その原因も含めて処方を考えていくということがなされていると思うんです

ね。だから、この町の今の病を大ざっぱな病として考えていただいたときに、問題を考

えたときに、じゃあ、何が原因なのか、それにはどんな処方が適当なのか、その処方も、

高度医療が必要なのか、一般的に処理できるものなのか、そういったものを考えていく

必要があろうかなと。それについては十分な調査をするっていうことが必要だろうと思

うんですね。そのときに、今申し上げたように、さまざまな諸問題、それが一目瞭然に

わかるような認識の中で、じゃあ、この町は本当はどうなんだろうということは考えて

いく必要があるんじゃないか。それぞれの担当者の方がそれぞれ忙しくされてることは、

非常によくわかります。ただ、この町が本当に大変な状況であるっていうことは間違い

ない事実だと思います。そんな中で、町を知る、町の状況を知って、その原因もなるべ

く正確に知っておくことが、その対策のために重要ではないかなというような思いを持

っておりますので、そんな中で、問題の明確化というようなこともぜひ取り組んでいた

だきたいと思いますが、そのあたりについて御見解をお聞きしたいと思います。よろし
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くお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 問題の明確化と、問題をやはり共有するということは必要だと

思います。では、問題は何かと。問題というのは選挙でも訴えたんですけど、浜坂病院

の問題であり、それから、観光客が減って地域の経済活動が非常に厳しい状況であると

か、それから、公約でたくさん訴えたんですけど、公約に関する部分が私は基本的な大

きな問題だと考えております。では、どうやって解決するか、実は解決は一人ではでき

ません。町長という立場になることによって、やはり役場は最大の組織ですので、これ

をフルに活用して、さっき河越議員が言われたように、問題点をまず共有するというこ

とからスタートしていきたいと。やはり、病院の実態についてもほとんど住民の方はよ

くわかってないというのが実態だと思ってます。それも外のいろんな町から出るデータ、

入湯客であるとか、観光客の実態であるとか、もろもろのそういう実態がなかなか、き

っちりと共有されていないということはあると思います。まず、そこからスタート。決

めるのは、やはり合意形成というのは非常に重要だと思っておりますので、上から目線

で決定するということはあってはならんというぐあいに思っております。上から目線っ

ていいますと、例えば浜坂認定こども園の移転問題にしてもそうですし、いろんな課題

があるわけです。課題がどうやったら解決できるか、それはやはり住民参加、これを基

本にやっていきたいと、そのように思っております。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ただいまの答弁、私の意としてるところでもございます

けれども、もう一つは病院のほうで外部評価を受けておられたということについて、き

のうも答弁の中にあったかと思うんですけれども、組織についても、民間であればＩＳ

Ｏとかいろんな形で捉えて、町もごみ処理というかそういったものについてもとられた

わけですけれども、組織の問題解決についての組織のあり方とか、そういったものにつ

いてもそんな大きな費用をかけなくて、ある意味での外部評価、そういったものについ

ても受けられることをすると、個人的な指摘ではなくて組織としての指摘を受けること

になりますので、ある意味で客観性がある、そんなことも思いますので、そういったこ

とに取り組まれてもいいのではないかなと、そんなふうにも思いますので、そういった

点についてはいかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 内部の目だけではなかなかわからないことが多いです。それか

ら、組織というのはやはり恐ろしい一面もありまして、個人としてはすごく立派な人も

組織に入るところっと変わると、そういう組織の恐ろしさもあります。組織に入るとや

はり情報が外に出ないと、中で情報は集約されてしまうということで、今回、浜坂病院

のアドバイザー派遣、これは町の総務課から依頼をされて、そして総務省から２名来た

というふうなことで、大変、外部の目で町のあり方を見詰め直すという点で非常にいい
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やり方だったと思っております。こういったことはまちづくりには必要だと。外部の目、

町民の目、それから担当者の視点、こういったものがやはり総合的に生かされていくと

いうことは、町の将来を開いていくというぐあいに思っておりますので、外部の目、そ

ういったものを今後も取り入れて、自分たちの事務事業は的確に反映されているか、町

民に反映されているかということを確認しながらやっていきたいというぐあいに考えて

おります。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ありがとうございます。ありがとうございますは禁句だ

というふうに指導を受けていますけれども、私の思うところでもあります。

ただ、１つに、今まで例えば総合計画つくったり、いろんな計画をつくっていく中で、

外注的なつくり方というものが多かったような気がしてます。私は建築が専門ではあり

ますけれども、建築を進めていく中で、さまざまな手続等にいろんな資格があって、い

ろんな事業を進めていくのにそういった多くの方々がかかわってやってくることを実際

の実務の中で経験してきました。ただ、そのときに、いろんな分野についてわからずに

頼んでいるのと、わかって頼んでいるのと、それと、もっと自分がわかって全部やって

しまうっていうのといろんな手法があって、私はわからずに頼んで時間がたってしまっ

たり、費用がかかってしまうことにとても、もとの発注者に対して申しわけない気持ち

にもなるというようなこともあって、いろんなことにチャレンジして勉強してきました。

この町も同じように、同じようにって、私がいいわけではないんですけれども、いろん

なプロフェッショナルがつくったいろんな案っていうのもあるんですけれども、例えば

総合計画なんかについてもいろいろと高度なものはどんどん進んでいくっていうことは

あるんですけれども、ただ、いろんな例があって、この町に合ったもの、そういったも

のをつくっていくときに、本来であればこの町でつくってほしい、この町の知を集結し

てほしい、そういうふうに思っています。プロの考え方、いろんなレクチャーを受ける

ことは大いに必要だと思うんですけれども、ただ、それを全て外注してしまうっていう

ことについては、とってももったいない。本当のこの町の中身に即してるかどうかがず

れてくる可能性があると、私は思っています。そういったことの中で、ぜひ、いろんな

ものについて真剣にこの町でつくる、いろんな計画もこの町でつくる、その上にプロフ

ェッショナルの助言をもらう、そんな手法の中でまちづくりに取り組んでいただきたい、

そんなふうな思いを持っておりますけれども、そんなことについてはいかがお考えでし

ょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 僕も議員時代、こういったプランは手づくりですかという質問

をしてきました。コンサル等がひな形をつくって、それに数値を入れるということが一

般的って言っては悪いですけど、そういうものを利用すれば簡単に楽にできると、そう

いう側面があります。それではやっぱり、我が町の本当に英知を結集して次のプランを
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つくるということにはなっていないというぐあいに思っております。この日本という国

は比較的中央集権的なところがあって、統一ひな形ができていてそれに合わせていくと、

地方自治体も同じようにそういう流れが感じて、日々感じておりました。そういうこと

でなしに、今、議員が言われたように、やはり自分たちの町は自分たちでプランニング

するということがやっぱり大事だと思います。最近の直近の悪い例は、これは設計に問

題があると思うんですけど、道の駅、これだけよかったなという意見、全くありません。

悪い点がもうたくさんあると。こういうところが本来の、やはり町の意見、町でつくっ

ていくという、そういうことになってないと。設計は大阪の何とか設計ということで、

何でこういう会社が設計に入ってきたのかよくわからんと。地元の設計会社は入らない、

入れない、排除と、こんなふうなことで町がよくなるはずがないというぐあいに思って

おります。そういったところも含めて、やはりつくるのは大変時間と労力が要りますけ

ど、やはり手づくりでやっていくということが重要だと。それは、地域を知った地元の

職員さん、住民が協働でつくっていくということ。それによって、つくられたプランも

成果を出していきやすいというぐあいに思っております。道の駅も外にもたくさん失敗

例は、も町しか僕、見ておりませんけど、ハードにおいて失敗だらけというのを感じて

おりますので、ぜひ、議員が言われたような方向性をきっちりとやっていきたいという

ぐあいに考えております。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 心強い御答弁、ありがとうございます。私も全く同感で

ございますし、ただ、その中で、本町は単純に頑張ればというようなことを、域を超え

てるようなところもあろうかなと思います。次に通告書に書かせていただいている中身

ではございますけれども、この町の危機感というものが非常に薄い。私が危機を感じ過

ぎてるのかもしれませんけれども、そんな思いを持ってます。あるコンサルタントさん

がちょっとお話しされてるのに、ちょっと聞かせてもらったお話の中に、この町を結局

悪く、悪くっていいますか、よく言わないと、この町を周りの人が好きになってくれな

いというようなことも現実にはあろうかなと思うんですね。要は、この町の住民が夢を

持っていないと楽しくない。笑顔の件もきのう出ましたけれども、ただ、その中で、も

ちろん笑顔であったり夢を持つっていうのは、これは、この町が好きだから、この町を

何とかしたいから頑張れるところがあろうかなと思うんですね。ただ、そのときに、危

機感をなしに笑っていてはいけない。危機感は持ってるけども夢を持ってこの町をよく

しよう、そんな思いの中で行政もやっていただきたいし、私たち町民もそんな思いで日

々を暮らしていきたいと考えています。ただ、例えば役場の方々が笑顔で迎えていただ

いて何となく明るい、それだけでいくと危機感が伝わらないこともあろうかなと思うん

ですね。笑顔で迎えていただく、そういった姿勢は本当にありがたい。ただ、今の新温

泉町が危機状態にあることについては正確に伝わって、じゃあ、だからこうしよう、そ

ういったスタンスに町民がなっていかないと、行政だけで、政治だけでこの町が全てよ
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くなる、そんなふうには今の新温泉町の状況はない、私はそんなふうに思ってます。要

は、町民一丸とならないとこの町を活性化することにつながりにくい、そんな思いを持

ってますので、危機感を伝えるっていうことについて今までの行政では行われてこなか

った、そんなふうに感じています。そのあたりについてはいかがお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 危機感っていうのはピンチっていいますか、ピンチをどう共有

してそれを乗り越えるか、こういうところはポイントだと思うんですけれど、ピンチは

チャンスですので、そういう思いは非常に大事だと。ピンチをチャンスに変える。だけ

ど、ピンチをピンチと思ってないというのが、今の議員の指摘の中にあると思うんです。

ですから、ピンチを共有するという、そういうところからスタートしないと、はっきり

言って僕はピンチと感じてないって言ったら、もうそれで終わりなんですね。例えば、

一般の事業所で経営がどんどん厳しくなると、みんなは危機意識を共有できるわけです

ね。もちろん、売り上げがこうだよと、こんな状況だよと、ボーナス出んよということ

になると、危機の共有はできると。だけど、一方でできない人もあるわけですね、僕に

は関係ないと。ちゃんとボーナスも出るし、別に不満もないと。となると、危機意識の

共有というのが大変難しいわけですね。それぞれの立ち位置というのが全部違うわけで

すから、なかなか、だから共有をするというのが非常に難しい。ただ、やはりそう言っ

とったら町はますます寂れていきますから、実態、現実をやっぱり知っていただく、そ

こで意識を共有するということが、まずスタートだというぐあいに思います。

あとは、そういう危機意識の共有と同時に、どうまとめて政策として打ち出していく

か、今回の浜坂病院問題がまさにそういう状況にあるというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 私もも町時代から何期にもわたって行財政改革の委員等

を務めさせていただいたことがあります。その中で、本町だけが、これはいいとは、悪

いとは言わないんですけれども、職員さんの給与に関して議題、意見が出たときに全て

割愛されたというような印象を私は受けています。実際には兵庫県でも鳥取県でも、こ

の近隣の各町で職員さんの給与についての見直しが行われました。これは、下げればい

いというものではないわけですけれども、１つの危機意識の発信としては僕はあった、

そんな気がしてます。その中で、町民の、あっ、これは本気になっておられるな、そう

いったことが伝わってきたように思います。それがいいのか悪いのかわかりませんけれ

ども、それを維持することはいいことだと思うんです。いいことだけども、それを維持

する、維持するけども、今こういう状況だ、そういったものの発信については僕は必要

だ、そんなふうに思っています。危機の発信はあって、ただ頑張るよ、そういったもの

の発信があって、町民が一緒に頑張ろう、同じ船に乗ってる、そんなふうに思える町に

なるのではないか。さまざま、元気な町がいろいろと報道されます。そういった中で、

やはり同じ方向を向いてるな、町民も行政も同じ方向を向いてるなと、そんなふうに感
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じるところが多くあります。日本の中にもたくさん本気で取り組んでる、本当に人口５

もも人の町もやってるわけですけれども、そういった面からいくと、まだ恵まれてるの

かもしれません。ただ、成り行き任せではこの町の過疎化も、この過疎化は単なる日本

全国が共通してる過疎化を超えた域に、新温泉町は達してると私は思ってます。

そういったことの中で、先日２５歳から３９歳まで人口増が幾らかあった。これにつ

いては、現実には例えば浜坂道路の関係の職員さんとか、県のほうからもたくさん新温

泉土木に来られてます。そういった仕事上の動きっていうのもかなりあって、定住的な

動きについてはその中に加味されてなかっただろうと私は思っています。今、新温泉町

の若者が世帯を新たに設けたときに、岩美町に出たりする方もかなりおられることを知

っています。今、医療関係であったり、教育環境だったり、それを考えたときに、果た

して新温泉町にみんな残れと親が言えるかっていったときに、困っておられる親御さん

の声を聞くこともあります。そういった面の中で、さまざまな危機感はやはり今、町長

がおっしゃられたように共有した中で、果たしてこの町をどうしていくのがいいのか、

そのあたりについて、やはり課を越えて共通認識を持って、課を越えて意見を交わし合

い、町民に投げかけ、町民もそれに応えていく、そんな行政を行っていただきたい、そ

んな思いを思っております。ぜひ、今、この危機をチャンスにという強い思いを持って

おられる中で、ただ一人だったり、役場だったりだけでできるものではない。町民の協

力、合意形成がないとできない、先ほどもおっしゃられましたけども、そういった思い

の中でぜひとも取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 課題の１つでも１もも％というのはなかなか難しい面があると

思いますけど、何ていいますか、政治生命をかけて頑張っていきたいというように思っ

ております。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ぜひ、よろしくお願いします。

次に、時間もかなり進んできましたので、本町の福祉施策についてお尋ねしたいと思

います。

私は、地方行政にとって住民の幸福の追求が行政の一番大きな務めであると、そんな

ふうに思っています。これについては、昨日も町長が出していただいた憲法、基本的人

権、そのあたりに大きく根拠があると、そんなふうに感じているわけです。そこの中で、

同じ、平等、平等のあり方については同じ給付をすることが平等ではありません。結果

が同じでなければ平等になりません。例えば移動するについても、段があって、例えば

階段の１段が小学校では１６センチ、中学校でも１６センチ、ただ、一般の施設になる

と２もセンチとか、要は基準が変わっています。同じように、背の低い人が前を見たと

きに前の障壁が高ければ、背の高い人は段が要りません。背の低い人は高い段が要りま

す。高い段が要る、これは給付が違います。でも、結果として同じ高さに目線があって
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前を見ることができます。それが今の福祉の考え方だと私は思っています。それが平等

だと思っています。本町の福祉全体について考えたときに、その踏み台がつくってあげ

られているだろうか。その踏み台が要ることを理解してもらえてるだろうか。そんな思

いを持っています。私も障がいのある子供ができ、それが、子供のとき障がいがあると

いう宣告を受ける。それから必死で子育てをしました。そんな中で、多くの行政機関、

教育機関で認識の低いと言ったら失礼ではあるんですけれども、持っていただけない。

これは経験値の問題でもあろうかなと思うんですけれども、そういったものが足りなか

ったことがたくさんあります。そのため、小学校は住所を移して鳥取市の市立の小学校

に通ったりしたこともあります。今、福祉の全般について通告書に書かせていただいて

ますけれども、最初に高齢者福祉について、今、新温泉町の福祉環境全般についてどの

ように御認識を持っておられるかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 福祉のみならず全体的に、我が町もと言ったほうがいいと思う

んです。日本という国全体が福祉も外、例えば女性の男女雇用機会均等法もできたんで

すけど、いまだに管理職は非常に少ない。世界レベルでいえば１２も何位とか。それか

ら、子どもの権利条約、これの加入も先進国中では一番最後であるとか、世界的に見て

も加入が１もも番も降というふうなこと。全てにおいてこの国は、人権、福祉も含めた

人権という、子供の人権、今でも虐待が多いわけですけど、女性の権利、それから高齢

者の権利、それから福祉、障がいがある方の権利、こういったものが本当におろそかに

されているというのが実態ではないかと常々感じております。福祉という特定の限られ

た目線でなしに、やはり全体を見ていくということが本来の福祉のあり方だというぐあ

いに思っております。だから、そういった意味では、障がいのある方も含めて、やはり

みんなの目線というのは障がいがあるということで非常に、何ていいますか、大変肩身

の狭い思いをするということもあります。そういったところ、やはり意識を変えていく

ということが基本的には大事なんですけど、この国はなかなか上の意識も余りそういう

点に目が向いてないということを思います。そういう点で、やはり一つ一つできるとこ

ろ、さっき階段の例言われたんですけど、具体的にはそういった細かいところから配慮

をしていくと、車椅子でお風呂に入れる入浴施設っていったら浜坂保養荘ぐらいしかあ

りませんね。そういったところでいろいろ、温泉に来ても車椅子で入れない、そういう

ふうな状況もありますので、いろんな細かい点見ていくとたくさんあると、改善点は、

思っております。そういう意見を一つ一つクリアしていくために、行政がやはりバック

アップするということが必要だと思いますし、そういった問題意識、問題点をどんどん

どんどん出していただくということが、声を大にしていただくと。この前の山陰近畿自

動車道の決起大会じゃないですけど、やはり声を大にすれば予算もつくというこの国の

変な流れがありますので、こういうことを、やはり大きい声の人が勝つっていうわけじ

ゃないですけど、一つ一つの小さな問題点について提案していくという形で、行政とし
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て町長させていただいとる立場からいっても、そういう細かい点を大事にしていきたい

というぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 私は、福祉は人権の中の一部、生存権であったり生活権

であったり、そういったものをカバーする手法だというふうに思っています。本来であ

れば、町長がおっしゃるように国の社会保障で賄われるべきところではありますけれど

も、国は今大変な借金をした状態でいる。福祉については、各自治体によって、また、

その地域地域によっても状況が違う。それを共通に、日本全国全部共通に全てを賄うっ

ていうことが今、例えば厚労省とかで予算立てするととんでもない金額になる、そんな

思いがあって、多分私の思いとすれば、共通項は今の国としての施策の中で賄われてい

て、そのいろんなでこぼこ、各地域の特色ある地域福祉、不足する地域福祉については

各自治体に、おまえらやれよと、そういうふうに認識しているんではないかと私は勝手

に理解しています。そこの部分を各自治体、各都道府県であったり、各市町村であった

り、そのあたりが足りない部分を補っていく、そんなふうに国は考えているんではない

か。だから、トータルの予算措置の中で、これを道路に使うか何に使うかじゃなくてお

まえらで考えろと、そんなふうな使い方を想定しているんではないかなと、そんな思い

をしています。そういったことの中で、どこに重点を置くか、そういったものは各自治

体で考えて予算の中からやっていくと、そういった面も必要ではないかなというふうに

考えています。一応、足りたり足りなかったり、いろんな面で足りないのは当然だと思

います。

きのう奥八田小学校の統合についての施策ができてないということについて中村議員

から御質問があり、今、補助メニュー等を検討しているという御回答もありました。た

だ、目標値は必要じゃないか。今やっていくのにいいメニューがあって、そのいいメニ

ューっていうのは１もも％ならいいメニューだと誰もが言うと思うんですけども、国は

１もも％のメニューとかなかなか用意してないっていうのが現実だと思うんですね。そ

うすると、じゃあ、どこまで行けばできるようになるのか、やはり目標があって、率は

悪いけどもここまで来たらやらなあかんな、そんな目標を立てるっていうことも私は必

要ではないかなと、そんなふうに思います。これは福祉とは関係ない部分のお話をさせ

ていただきましたけれども、やはり目標があって、じゃあ、この時点までやるにはこれ

がベストだから、このベストの中でこれとこれと組み合わせて、それでも一番ベスト、

いろんな組み合わせの中でこれとこれを組み合わせたらベストなものができたよ、これ

でどうだ、これでやらせてよっていう提案をぜひともやっていただいて、各地域の思い

をなし遂げる。そんな中で、いろんな協力が各地域からも得られる、そんな信頼関係が

できるのではないかなと、そんなふうな思いも持っています。

福祉についても、全て一度に全部、十分なほどのことを行政がやるのは、私は不可能

だと思っています。そんな中で、それぞれの自己負担も当然発生していい、発生してで
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も一緒に何とか今のこの町でやろうよ、そんな提案があってほしいなと、投げかけがあ

ってほしいなと。我々もそんな思いに応えたいなというふうに思いますし、多くの町民

がそれに賛同してくれるんじゃないかなというふうに思いますので、福祉の面でもいろ

んな提案がなされて、福祉の中でいくと、ナッシング・アバウト・アス・ウィズアウト

・アスっていう言葉が使われることがあります。これは、私たちのことを私たち抜きで

勝手にやらないでよっていうことなんですね。今、福祉、障がい者に限定されるかもし

れませんけれども、自立っていうことについて、自分で生活できるようになるとかでは

なくて、自分で判断したことがやってもらえる、それを自立だというふうに認識してい

ます。要は、動けない人でも自分であそこに行きたいって思ったりアピールしたときに、

移動できる手段が何らかの形で用意されてる、それが自立だと。自分で、一人でそこに

動いたり、一人で家の中で生活したりすることが自立だったら、自立できない人が大勢

になってしまいます。先ほどの平等についても同様のことがあります。だから、目標は

自立です。福祉の中で自立です。我々は高齢者になれば、究極の障がいは死んでしまう

ことです。何もできない。みんなそういう状況になる。それまでに動けなくなったり、

起き上がれなくなったりすることもある。いずれは、いろんな動けないという障がいを

皆さん持ちます。でも、若いときはそれがなかなか認識ができません。

私は昨年母を亡くし、ことし父を亡くしましたけれども、本当に幸福に過ごさせてや

れたんだろうか、そんな思いを強く思っています。おやじが、長生きをしてもいいこと

はない、そんなことをよく言ってました。これでは本当にいい町だろうか。私が悪かっ

たかもしれません。でも、それだけではない部分があると思います。私の両親も外にも、

もしも例えば、この町に住みたいけどもこの町に住めなくて、町外の施設にいてなかな

か遠距離で、例えば顔も見れない、そんなふうな境遇にある人も多々おられる、そんな

ふうに思ってます。いろんな福祉施策の中で思いを持って立案してもらえる。本町には、

実際の高齢者の施設も私は不足していると思います。今、国立社会保障・人口問題研究

所の推計で、７５歳も上の高齢者、２５年間ぐらいは新温泉町は三千何百人かでほとん

ど平行なんです。６５歳越えた人の人数は減ります。６もでは７５歳から６５歳までが

減るから。でも、実際に福祉の必要な７５歳も上の方々の人口はかなり横ばいなんです

ね、２５年間ぐらいは。そういったことの中で、高齢者になってこの町から出ていかな

きゃいけない、そんな形はできたら避けたい。福祉は人が必要です。必ず雇用が生まれ

ます。そういったことの中で、その後の転用も含めていろんなことが考えられると思い

ますので、高齢者福祉、障がい者福祉含めて、さまざまな検討をしていただきたいと思

っています。福祉全般、障がい者施策についても順番は前後したりしている部分もあり

ますけれども、何か思いをお聞かせいただけたら、よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 高齢者対応も含めて、障がい者に対する対応も含めて、当町は

非常におくれているというのが一般的な認識でありますし、僕もいろいろ関係者からい
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ろんな話を聞く中で、特に兵庫県下でも最低ランクだということを認識しております。

岩美、岩井に行けば長者寮とか里久の里があります。実は温泉町の方はたくさん入って

おります。新温泉町にそういう施設がないというのが理由です。鳥取県に行けば、そう

いう施設がかなり充実をしております。それ一つとってみても、我が町の高齢者施策の

おくれというのを感じておりますし、障がい者も全く同様だというぐあいに思っており

ます。ぜひ、そこに原因はいろいろあるんですけど、まず、エキスパート、それを対応

できるエキスパートが少ないというのが、まず一点あると思います。そういった職員の

配置転換によって、せっかく得た知識や経験が３年ぐらいでころっと変わると、または

新任になる。それによって、せっかくの政策が長続きしないと、そういう面も感じてお

りますので、高齢者、福祉全般のエキスパートを育てる、そういう視点できっちりと対

応できるように人材育成を図っていきたいというぐあいに思います。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ただいま、エキスパートが育ちにくいっていう件も御答

弁いただいたわけですけれども、各自治体には社会福祉協議会があります。社会福祉協

議会は社会福祉法で定められた各自治体に１つ、または複数の自治体で１つ設置すると

いうような規定が設けられています。本来であれば別の団体ではありますけれども、法

で定められてることを考え、また、いろんな社会福祉協議会の規定の中で、例えば、５

分の１まではその自治体の議会議員が理事に加わってもいいとか、職員が理事に加わっ

てもいいとか、そういった規定がある。そういったことを考えた中で、社会福祉協議会

は、私は自治体が全て最終責任を持たなきゃいけない組織だとそんなふうに思っていま

す。そんな中で、福祉施策については、社会福祉協議会の職員はずっと社会福祉協議会

の職員で、ずっと本町の福祉を見詰めています。そういったことの中で、今まで町の、

今でいくと健康福祉課と社協の関係、今、課長さんが理事会にも出ていただいておりま

すけれども、私はそれも上に社会福祉協議会が本町の社会福祉、地域福祉を担える位置

づけがあればエキスパートを育てることも十分に可能だと思いますし、また、隅々まで

行き届く、声が聞きやすい、そんなふうに思っています。そういった意味で、社会福祉

協議会の連携、これはむしろ町の行政の一部だ、それぐらいの位置づけで思っていただ

きたいと思いますし、また、本町にも例えば商工会、農協、漁協、観光協会、さまざま

な団体があります。さまざまな団体が、この地域のためにさまざまな方法、いろんな事

業を考えて地域振興を担っていただいてる、そんなふうに思っていますけれども、本町

の行政、行政の部分と少しずれるところがあるかもしれませんけども、さらに連携した

行政がこの町全体を活気づかせ有効に働くことにつながると思います。そういった意味

の中で本町が一丸となる、先ほど町民の声を聞いていただける、きのうもそういうふう

に町長はおっしゃっていただきましたけれども、そういった思いの中で、ぜひそういっ

た団体との連携についても今までも上に、単なる上辺だけの陳情が上がってきたり要望

が上がってきて、これは予算がないから切るよ、これは前年どおりだよって、そんな回
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答ではなくて、今はこの町に何が必要だと、そんな思いを聞いて施策に生かしていただ

けるような、そんな振興の仕方をお考えいただきたいと思います。ぜひ、そのあたりも

お考えいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） おっしゃるとおりだと思いますし、そういう方向で努力します。

連携と、これまで社協についてはどっちかいうと予算つけて、言葉は悪いですけど丸投

げのような感じも、そういう側面もありましたので、ぜひ、そういったところも含めて

見直しを図って、より連携、チームプレーですね、社協は社協、健康福祉課は健康福祉

課というふうな考え方を脱却する中で、やはり町全体の福祉のあり方を再構築したいと

いうぐあいに思います。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ぜひ、その方向で進めていただきたいと思います。

時間がなくなってきましたので、次に、浜坂病院の運営についてお聞きしたいと思い

ます。

私は今、浜坂病院に通院してお世話になっております。私の両親もさまざまな場面で

お世話になりました。そんな意味で、浜坂病院は存続してほしい、そんな思いを持って

います。ただ、町民の利用については本当に寂しい、そんな状況ではないかなと。これ

は、町民が浜坂病院を必要としていないのか、それとも、一番楽なことだけを望まれる

のか、それは私には全てがわかるわけではありません。しかし、今運営的に非常に厳し

い浜坂病院、これが町民にどれだけ伝わっているだろうか。そんなことを考えたときに、

町民が協力できない状況の中で浜坂病院の再建はあり得ないと思います。町民がどんだ

け、どんな浜坂病院を求め、今どういう状況にあるか、それを知らせることが、まず必

要ではないかと思いますので、お考えをお聞きしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 合併した平成１７年当初、赤字が２も億ちょっとでありました。

今、ささゆり入れて４も億と、そういう状況です。その間に、一般会計からこの３年間

で１も億も上入れていると。実質的には５も億も上の赤字というのが現実的な状況です。

それが、実は町広報の決算に出ると、そういった５億円を入れて、そして最終的には黒

字になるんですね。黒字が町広報で出ますから、ああ、病院は大丈夫だと、一般の方は

そこしかわからないと。真実が表に出ないわけですね。そういったところから見直しを

図っていく、そういって危機意識っていいますか現実を、課題を共有するということか

らまずスタートしたいというぐあいに思います。これ、解決どうするかというのは、こ

れからの問題だというぐあいに思っております。基本的には病院は維持したいと、なく

てはならない施設だというぐあいに認識しております。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ぜひとも、よろしくお願いします。そのときに、町民の
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コンセンサスが得られる、そこの部分が必要だと思いますので、きのうにもお話があっ

た情報開示等必要だと思いますので、よろしくお願いします。

時間がありませんので、次に移らせていただきます。次は過疎化対策についてでござ

いますけれども、これについてはほかの議員もお聞きになられたと思いますので、簡単

にお聞きしたいと思います。

先にも申し上げたように、私は今、例えば高校の問題、それと住居の問題、それを考

えたときに、本町のさまざまな生活環境、要は若者がここに暮らしていく上で非常に困

難があろうかなと思いますので、今後の対策等についてのお考えをお聞きできたらと思

います。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 済みません、ちょっと、もうちょっと詳しく、何か。もう一度

お願いします。

○議長（中井 勝君） 具体的に。

１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 余りにもたくさんあり過ぎて申し上げにくいところであ

るんですけども、１つ絞ってお聞きしたいと思います。

高校の存続について、高校なので県だというふうに今までおっしゃられてきた経緯が

あろうかと思いますけれども、私はそういう問題ではないと思っていますので、例えば

高校の存続についていかがお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 具体的に高校という形が出ましたんですけど、実は、例えば夢

が丘では２割から３割近い人が城北に通っています。浜坂中学校の場合は非常に少ない

ですけど。バスで送迎に来ると、朝晩、非常に便利だということもありますし、特待生

には授業料も非常に免除であるとか、いろんな制度があります。一方で、浜坂高校とい

うのはバス、例えば部活して帰るのに、ちょっとおくれるともうバスがないと、そうい

うふうな実態もあります。やはり交通環境といいますか、いろんなものも含めた環境の

あり方が、浜坂高校は、まず鳥取城北と比べると負けていると。やはり、もちろん授業

内容もあるんですよ、学校の授業の質が非常に高くて進学率がいいとか、いろんなそう

いう、スポーツにたけているとか、今回相撲がすごい問題になってるんですけど、そう

いう意味で、将来が開ける、そういう学校に行きたいというのが子供たち、それから親

の共通した思いだと思うんです。一方で費用は安くしたいと。だから、安くしてなおか

つそういうチャンスがある、自分の希望がかなえやすい学校に行きたいと。それを考え

ると、浜坂高校はいずれも鳥取の学校に負けているというのが実態ではないかと思いま

す。これは、県の政策もありますし、そういった県に強く訴えるということが一番大事

だというぐあいに思いますし、それにはやっぱり地域の声を大きくするということが大

事だと思います。今回、学級減ということで、３クラスが２クラスにもなっております。
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定員も１もも人を割って、希望したら全部入れると、こういうふうな状況が出ておりま

す。少子化でなおかつ鳥取の学校に行くという、そういう流れがますます今後加速する

ような状況では浜高の将来は大変厳しいと思っておりますので、そういったところを教

育委員会と一緒になって、県のほうに強く、見直しといいますか強化を図っていくよう

にお願いしていきたいというように思います。

○議長（中井 勝君） 河越議員、残り時間が少なくなっております。質問の整理をお

願いします。

１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 私は、高校の問題は県に申し上げるそのときに、既に町

側の意向、町民の意向が反映してる必要があると思っています。そんなことの中で大い

に議論をやっていただきたい、そんな思いを込めてこの質問については終わらせていた

だきます。

次に、農地の有効活用についてでございますけれども、私６年前に竹田のある箇所で

農地転用の申請を代理で出させていただきました。そうしましたところが、私の不行き

届きのために、農用地振興地域に指定されているということを農業委員会さんからお聞

きして、急遽、一時転用に変更して、随分時間をかけて許可を得ました。農地転用とい

うのは太陽光発電を設置するというようなものでしたけれども、そこも、本来であれば、

まさかここがと思えるような場所でした。随分、農振地域についても見直しされてから

時間がたっております。農地の有効活用について町がその配慮をすべきだと思いますの

で、ぜひとも取り組むべきだと考えますが、現時点ではいかがお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まず、農地の現状につきまして、担当課長からとりあえず現状

を報告させます。

○議長（中井 勝君） 仲村農林水産課長。

○農林水産課長（仲村 秀幸君） 御指摘の件についてはこれまで何回か御指摘をいただ

いておるところでございまして、今の合併も来、当然見直しは作業ができておりません。

合併も前からもできていないわけで、大きな課題ということでなっているわけですけど、

現状を申し上げますと、昨年度、その農振の用地の地図の作成業務をさせていただいて

おります。現在は、そのでき上がった成果でもって、机上で統合型ＧＩＳというシステ

ムの中に取り込んで、農用地区域ですとか地番図ですとか航空写真、それらを一体的に

見れるようなところまで来ております。そういったところの作業の中で、県境とその区

域の確認をさせていただいていると、進めているというところでございますが、ただ、

そういった状況の中にあっても、農地の有効利用という観点からは、そのも前の状況と

今の現在の施策といいますか、そういうものも大きく変わってきております。御存じの

ように、日本型の直接支払いですとか中山間地とか多面とか、そういう施策も入ってき

ておりますし、例えば農地の有効活用でいいますと耕畜連携というような動きも出てき
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ております。そういった状況がやはり計画の中に反映されていないということは問題だ

というふうに思いますので、できるだけその作業を早めたいという思いはあるわけです

けど、まずはその作業をするために内部の体制を整えるべきだというふうに認識してお

ります。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） さまざまな状況があろうかと思いますけれども、これも

実質的には地域振興につながる部分です。農地としての振興もあれば、農地を転用した

振興も考えられます。ぜひとも、前向きな推進、迅速な推進をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この見直しにかなりの事務量が生じるということで、県に確認

したところ約２年近くかかるということですので、大変な時間が少しかかるということ

を御了解してほしいというように思います。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 先ほども重点的なということを少し、ほかの項目の中で

お話ししたと思うんですけれども、全部かかって２年だとして、例えば迅速、要は時間

がなるべく早いほうがいいとこと、余り見直す要素が少ないところとあろうかなと思う

んですね。そういった箇所についても、やはり区別化するなりなんなりの手法によって

進行がおくれない形の実施を私はすべきだろうと思いますので、そのあたりを御配慮い

ただいた上で、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） はい、わかりました。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） これにて、私の質問は終了させていただきます。ガラガ

ラ声になっておりましてお聞き苦しかったり、私の説明が悪かったりしたことをおわび

したい。ありがとうございました。

○議長（中井 勝君） これをもって、河越忠志君の質問を終わります。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。開始は３も分から。

午前１０時１６分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じて会議を再開をいたします。

次に、９番、谷口功君の質問を許可いたします。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 町長、当選おめでとうございます。健康に留意をされて、
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腰を落ちつけて、そして町政発展のために力を発揮していただきたいというふうに考え

ます。私も多くの皆さんから御支持をいただいて再選することができました。代弁者と

しての役割、初心を忘れずに全力で町政発展のために微力ではありますが、貢献してい

きたいというふうに考えております。町長初め職員の皆さん、そして同僚議員の皆さん、

町民の皆さんの引き続きの御支持、御支援をお願いをしたいというふうに思います。

それでは、通告に従って質問をさせていただきます。

日本国憲法の原則を地方自治に生かそうというふうに通告をさせていただいておりま

す。ふだん、日本国憲法というのは行政上あるいは私たちの日常生活上、余り縁がない

というふうにお考えの方が多いのではないかと。しかし、何の制約もなく行政やあるい

はそれぞれの施策が進められるわけではなくて、むしろ極めて制約された状況のもとで

行政が執行されていくということであります。日々の暮らしの中ではそういうことが感

じられないからこそ、危機だ危機だとこれまでの議論で繰り返されておりますが、そう

いうときであるからこそ、原則に立ち返って、原則を見直してみるということは大切な

ことではないかというふうに考えて、こういう大きな見出しを掲げた通告をさせていた

だきました。

最初に、日本国憲法といえば議論がいろいろあるわけですが、世界に誇るべき日本国

憲法なのだという議論があります。これについて、町長はどのような見解をお持ちでし

ょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 第２次世界大戦、太平洋戦争、いろんな戦争を経験する中で、

このような経験に基づいて、過去の歴史をきっちりと見据えた上ででき上がったすばら

しい憲法だというように思っております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） ワシントン大学のデヴィット・ロー、あるいは、シカゴ

大学のトム・ギンズバーグという法学者、アメリカの法学者ですが、こういう人たちの

研究によって世界１８８カ国の全ての成文化された憲法を比較した結果、平和や民主主

義、生活を守るためになくてはならないものであると。また、改正されず現存する憲法

の中では最高齢のそして内容も古びているわけではない、むしろ世界で今主流になった

人権の上位１９項目まで全て満たす先進的な憲法だという高い評価を与えています。こ

ういう、世界で今主流になった人権、信教の自由、報道、表現の自由、プライバシー権、

女性の権利、団結権、教育を受ける権利等々、近代社会になっても来、各国憲法に共通

して含まれている一人一人の人権であります。こういうものを総体として評価をして、

最もすぐれた成文憲法だという位置づけが与えられています。町長がお答えいただいた

ように、第２次世界大戦後の各国憲法が持つことになった平和条項の比較を加えれば、

本当にすぐれた憲法だということが客観的に評価をされているわけですが、この、施行

後７も年を経過した憲法が、変えなければならない要素があるのかどうか、その点につ
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いて町長はどういう認識をお持ちですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 太平洋戦争、第２次世界大戦という本当に国内でも３もも万人

も上が亡くなっているというふうなこと、世界的には ももも万も上という大変大きな

戦争を経て、本当に初めてこういうすばらしい憲法ができたというぐあいに思っており

ますし、この憲法のそういう精神をきっちりと我々は受け継いでいくというのが最も大

事なことだと思っております。基本的にはこの憲法、守るばっかりじゃなしに、やはり

生かしていくという視点が大事だというぐあいに思っております。そういう思いで考え

ております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） そういう、憲法を生かそうという発想というのは非常に

大事だと思うんです。どの分野をとってみても、今回、大変浜坂病院の議論が盛んに行

われているわけですが、憲法の視点をそれぞれの行政施策にどう生かすのかという発想

があるなら、変えようなどというその動きよりも、憲法の定めた基準からしてどれだけ

達成しているのか、あるいは、大幅に憲法の理念を超えていると、そういう評価こそが

あってしかるべきで、憲法を変えなければならない要素というのがどこにあるのかとい

うことが鮮明にされた議論にはなっていないのではないかと、私は考えるわけです。

ですので、本当に今言われている、アメリカから押しつけられた憲法だから変えなけ

ればならないという議論であるとか、あるいは、防衛上、自衛権を明記していないから

変えなければならないとかというような議論が、本当に議論の価値があるのかというふ

うに私は思うわけですが、そのあたりは町長はどのようにお考えですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 最近の国の流れ、特に安倍政権になってから秘密保護法、それ

から安保関連法案であるとか、それから武器輸出三原則見直し、次から次と、本当に冷

静に見ると戦争したくなるような国をつくるんかという思いを感じております。憲法を

変える必要は、私はないというぐあいに思っておりますし、さっきも言ったように、生

かすということが国民にとって最大の安定と平和につながっていくというぐあいに思っ

ております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） ぜひ、そういう視点というのを、町長個人の思いという

ことにとどめずに、やはり職員全体で共有できる、あるいは町民全体で共有できるよう

な、そういう議論の場といいますか、憲法を改めて学び直す場、そういうことも考えて

いただければと思いますが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 憲法改正論議というのが国ではかなり出ておりますし、変えて

もいいという意見も４割近く、４割前後あったというぐあいに思っております。どこを
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変えるか、変えるにしてもいい方向に変えると、国民全体が平和で安心して暮らせる、

そういう方向の変え方があると思うんです。一方で、変えてはならない部分が多いと思

うんです。ですから、そこら辺は大きな国民論議が現在されているわけですけど、ちょ

っと最近の国の流れというのが一方的に改正改正とならないように私としては願ってお

りますし、今の憲法をきっちりと守る、生かすということ。それから、やっぱり今、議

員がおっしゃったように、この憲法を生かすにはどうするか。町長一人の思いではいけ

んと言うとおりだというぐあいに思っておりますので、そういったところも含めて、先

日も養父市に行ったら、平和宣言であるとか、そういった宣言の碑が建っておりました

し、やっぱりこういった目に見える形で取り組んでいきたいというぐあいに考えます。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 私は、憲法を学ぶ、見直すという場合に、いろんな憲法

の解説書を読んでもなかなか難し過ぎて理解できない部分が多いんですが、この「あた

らしい憲法のはなし」、これは１９４７年に文部省が当時の中学生向けに教科書として

編集したものであります。わずか２も数ページだったと思うんですが、失礼、５３ペー

ジですね、パンフレットのようなものです。しかし、内容は極めてわかりやすく現実的

な内容になっています。例えば、憲法は国の仕事をどういうふうにやっていくかという

ことを決めた最高法規である。同時に、国民の一番大事な権利として、基本的人権を決

めた規則である。また、前文の位置づけとして、前文には誰がこの憲法をつくったかと

いうことや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということが記されてる。そ

して、２つの働きをすると述べられている。第１に、憲法を読んだその意味を知ろうと

するときに手引きになる。すなわち、前文にある考えと違ったふうに考えてはならない

ということ。つまり、前文の基本思想が憲法の１も３条ある各条項の意味を決定する参

照枠になるということであるというようなことが、一つ一つ項目を立ててわかりやすく

書かれているんです。ですので、こういうものも活用した、いろんな人権講座とかいろ

いろやられているようですが、私はむしろこういうことを読み直してみるとか、学び直

すということが極めて大事ではないかというふうに考えます。改めて伺います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 何ていいますか、僕、人に強要するのが大変嫌な性格でして、

憲法を自主的に勉強できるというか、するような、そういう環境をつくるのは大事だと

思うんですけど、あえて憲法を勉強せというのを、僕自身としてはあんまりやりたくな

いと。それぞれの意思の中で、本当に憲法に対する考えの深まりを、より一人一人が深

めていってほしいなというのが僕のスタンスです。憲法を押しつけるという、そういう

スタンスは僕としてはあんまりやりたくないと。それぞれが自主的にそれぞれの芽生え

の中で学んでいってほしいと。小さい子でも押しつけるとやっぱり嫌なんですね。全て

においてやっぱり、自主的にみずからという、１つ看板見て、ああ、何だという気づき

というものはやっぱり大事だと思うんです。ですから、とにかく勉強せえ、押しつけえ
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という、憲法も外もそうだと思うんですけど、全てにおいてやっぱりみずから学ぶとい

う、そういう自由意思を大事にしていきたいと。あえて、憲法を学べという姿勢は、僕

は余り好きじゃないというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） まさしく町長がおっしゃるとおりのことを、この日本国

憲法が初めて認めたんですね。つまり、基本的人権あるいは主権在民、そして民主主義、

こういうことを初めて認識できるように明文化したのが日本国憲法で、明治憲法という

のは主権者は天皇ただ一人、つまり人間として存在できるものは天皇しかいないと、そ

れも外の国民は臣民、家来、いわば奴隷ですね。奴隷に権利や自由などあるはずがない。

そのことを明文化した憲法だからこそ繰り返し学ぼうということを私は提起しているん

です。おっしゃるように、押しつけではなく、極めて自主的にみずからが学ぶ姿勢を持

つと、その根拠を示したのが憲法なんだということを私は共有したいと思ってるんです。

そういう視点から考えると、今日の我が町が行っている人権教育というのは、町長のお

っしゃる視点から見ればどういう位置づけになるんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） １つの一方的な考え方を学べという、そういう視点に見えると

いうぐあいに思いますし、過度な、本当に自主的に参画、参加するという勉強の一つと。

その中で個人が判断していって、自分の一つの社会形成、人格形成の糧とするという、

そういう位置づけであってほしいというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） ぜひ、予算議会には我が町の人権教育のあり方が見直さ

れることを期待しています。

この「あたらしい憲法のはなし」の中で２番目の項目に上げているのが、民主主義と

はという項目であります。今度の憲法の根本となる考えの第一は民主主義です。ところ

で、民主主義とは一体どういうことでしょうか。皆さんはこの言葉を方々で聞いたでし

ょう。新しい憲法の根本になっているもので、皆さんが一緒に何かをするとき、大勢集

まってですね、誰の意見で物事を決めますか。もし、みんなの意見が同じなら問題はあ

りません。もし、意見が分かれたときはどうしますか。一人の意見で決めますか、２人

の意見で決めますか、それとも大勢の意見で決めますか、どれがよいでしょう。一人の

意見が正しくすぐれていて、大勢の意見が間違って、劣っていることもあります。しか

し、その反対のことがもっと多いでしょう。そこで、まずみんなが十分に自分の考えを

話し合った後で、大勢の意見で物事を決めていくのが一番間違いがないということにな

ります。そうして、あとの人はこの大勢の人の意見に素直に従っていくのがよいのです。

この、なるべく大勢の人の意見で物事を決めていくことが民主主義のやり方です。と、

わずか１ページに書かれている民主主義です。ところが、文部省が、この「民主主義」

という教科書、これは復刻版ですのでこんな装丁になってるんですが、これも昭和２４
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年だったと思うんですが、文部省が編集した「民主主義」という中学生、高校生向けの

教科書として編集されている。これには、民主主義とは一体なんだろう、多くの人々は

民主主義というのは政治のやり方であって、自分たちを代表して政治をする人をみんな

で選挙することだと答えるであろう。それも民主主義の一つのあらわれであるには相違

ない。しかし、民主主義を単なる政治のやり方だと思うのは間違いである。民主主義の

根本は、もっと深いところにある。それは、みんなの心の中にある全ての人間を、個人

として、尊厳な価値を持つものとして取り扱おうとする心、それが民主主義の根本精神

である。人間のとうとさを知る人は、自分の信念を曲げたり、ボスの口車に乗せられた

りしてはならないと思うであろう。同じ社会に住む人々、隣の国の人々、遠い海のかな

たに住んでいる人々、それらの人々が全てとうとい人生の営みを続けていることを深く

感ずる人は、進んでそれらの人々と協力し、世のため人のために働いて、平和な住みよ

い世界を築き上げていこうとする決意であろう。そうして全ての人間が、自分自分の才

能や長所や美徳を十分に発揮する平等の機会を持つことによって、みんなの努力でお互

いの幸福と反映とをもたらすようにするのが政治の最高の目標であることをはっきりと

悟るであろう。それが民主主義である。そうして、それも外に民主主義はない。これは

前文ですね、この本のいわゆるはしがきです。当時の文部省がこういうものをつくった

ということに、私は感嘆するんですが、町長がおっしゃるように、押しつけではない、

それぞれがみずから学ぶ、そういう姿勢こそが必要だ。

しかし、私が申し上げたい憲法をなぜ学ぼうと言うかというと、憲法という規範の中

で制約された、その中で国家の行政も地方の行政も行われるべきものだと。その規範が

なくなれば、それこそ無政府主義になってしまう、あるいは戦争への道に進んでしまう

おそれがある。だからこそ、民主主義は大事だ、憲法が大事だということになるのでは

ないかと私は考えるんです。ですから、押しつけてはならない大事な視点ですが、同時

に、学ばなければ、やはり幾ら憲法がありますよ、憲法に書いてあるでしょう、法律に

書いてあるでしょう、条例に書いてあるでしょうと言っても、やっぱりそれは生かされ

なければ、町長がおっしゃるように、生かされなければ、共有されなければ、一つの方

向に向かっていくことは難しいのではないか。やはり学ぶということを前提にしなけれ

ばならない。きのうも教育長から学ぶことの大切さということが、一定議論がありまし

たけれど、やっぱりそのことが前提で一つの方向に向かって、一つの方向に向かうこと

が正しいのかどうかということも含めて、やはり自由に議論をしていける、そういう環

境は必要だ。町の教育の一環としても、私は必要なことだと。そういう視点から見れば、

今の人権教育がそういうことに本当に当てはまるようになっているのかということは、

ぜひ、点検してもらいたいし、実践的に憲法を生かすという視点に立った行政運営を進

めていただきたいというふうに考えますが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 授業の中で憲法という、勉強する時間があります。ぜひ、学校
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教育の中でもやはり日本国憲法の意味をきっちりと教えていくように教育長にもお願い

をしたいというぐあいに思っておりますし、実は憲法の精神、これは第２次世界大戦の

反省として大きく前文にも書いてありますけど、戦争の惨禍を二度と起こさないという、

そういう、戦争を通してこの前文の部分が大きく成り立っております。そこには、政治

が、官僚が暴走しない、そういう憲法の大きな制約というのが、実は国民に対してとい

うよりは、国が二度と戦争を起こさない、暴走をさせないための、役人、官僚を、政治

家を制約するというのが憲法の大きい精神の一つになってるというぐあいに思っており

ますし、この国の平和を守るんだと、二度と戦争をさせないんだという、そういう基本

的なスタンス、これが一番大事だというぐあいに思っております。戦争をさせない、そ

ういう憲法、そういうことを教育の場でやはり教えていってほしいというぐあいに考え

ております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） おっしゃるように、憲法は権力を規制するものであると、

国民を規制するものではないと、憲法解釈のまず１番に学ぶところはそういうことです

よね。国家権力を規制する、あるいは行政権力、地方も含めてを規制するものだという

ことは前提として私は議論の中に加えませんでしたが、そのとおりであります。ぜひそ

ういう立場で行政を進めていただきたいと。

具体的な議論に入りたいと思うんですが、この間、浜坂病院について、それぞれの視

点からさまざま立ち位置という言葉を町長、使われておりますが、議論が繰り返されて

います。どなたが考えても、今日の浜坂病院というのは大変厳しい状況にあるというこ

とは一致するであろうと思います。町長が特に言われている巨額の赤字を出している、

５年間で１１億円を超える一般会計からの繰り入れが問題だということをおっしゃって

いるわけですが、そもそもこの赤字はどうして生まれるんでしょうか、浜坂病院につい

てですよ。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 合併当初の２も億の赤字から実質５も億近い赤字に陥っている

と、その原因は何かということであります。実は、選挙の際にも言ってきたんですけど、

国民健康保険から出たデータ、国保の浜坂病院の町民利用率が実は７％しかありません。

実は９３％がほかの病院を利用しているという現実があります。これは何を物語ってい

るかという、そこに尽きると思うんです。これを住民の方、我々も含めて、どう判断す

るか。じゃあ、そのあり方を、７パーを１５パーにするのか、一方でゼロにするのか、

そういう論議が出てくるわけですね。信頼される病院であるために、じゃあ、どうする

か。僕は、実はゼロよりは信頼される病院にするにはどうするか、そういう視点で病院

問題を捉えております。２８年度の実問を見ても、実質の純問な赤字が３億 ももも万

ありました。そういう中で、ことし３月に５億円を投入されております。実は、町長就

任の日に県の市町振興課の課長から指摘されたのは、そのことでありました。冒頭から
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もうそのことを単刀直入に言われて、総務省から派遣されたアドバイザーの結果報告の

書類をいただきました、これがそうなんですけど。そこには辛辣な指摘がなされており

ました。私も本当にびっくりしました。町長就任で、初日でそんな指摘をされると思っ

ていなかったんですけど、１も数項目あるんですけど、一部を読んでみますと、５億円

という巨額の繰り入れを受けながら、経営を改善しないといけないという認識を職員間

で共有ができていない。意識改革が必要。それから、３２年度の目標、改革プランとい

うものが出ているが、そのための行動が見えない。抽象的であるということ。現実的な

目標を設定して、全員と共有し、チームを組んで取り組むことが必要である。職員一人

一人に意識を浸透させる必要があると。改革プランの目標数値、現実とのギャップが大

きい。町民にうそをついているとも判断されかねない。うそというふうな、そういう報

告書、報告書の中にうそというふうなことが、文言があるというのを見たの、初めてで

す。そういう大変厳しい内容の文面になっておりました。ほかにも改善項目が上げられ

ております。こうしたらいいよという提案がたくさん入っております。ぜひ、こういう

現実を住民も病院の職員も我々も共有するということがまず第一歩だというぐあいに思

っております。まず、共有することによって、同じ課題に向かって解決策をつくってい

くと、そういう視点で取り組んでいきたいという思いでおります。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 今のお答えでは、なぜ累積赤字が２も億から４も億にな

ったのか、あるいは、単年度で５億円の繰り入れをしなければならないのかということ

について、その理由が、原因が明確にはなっていません。私は、そのことをまず、明確

にするということこそ必要だと思います。

事務局を担当する病院の事務長なり参事なりは、なぜこれだけの赤字が出るのかとい

うことについて、簡単にお答えいただけますか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当事務長より報告をさせます。

○議長（中井 勝君） 吉野病院事務長。

○浜坂病院事務長（吉野 松樹君） ただいま町長のほうからも利用者の話が出ましたけ

れども、収益的な面から申しますと、私は、浜坂病院の赤字の原因というのはやはり一

番は収益の分ですから、利用者の減少、伸び悩みということにあると思います。それか

ら、あわせて、最近の社会保障制度の改革ということで、診療報酬が抑制をされてきて

おります。これまで同じ治療していても、改革によって報酬単価が少なくなる、収入が

少なくなる、こういったことも大きな原因だというふうに思っておりますし、それから、

急性期医療のほうに対応ができなくなった、これも一つの原因ではないかなというふう

に思っております。また、施設が老朽化しておりますので施設整備ということで、そち

らのほうの院内整備費のほうが負担がふえてきております。先日も、県の事務長会のほ

うに参加をしておりまして、その中の事務長のほかの病院の状況の報告の中で、やはり
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どこも赤字が問題になっております。この問題を解消する早道は何だろうなんて話が出

るんですけれども、やはり都会のほうの病院でありましたら急性期の治療で、救急車の

受け入れなんかをすると診療報酬も高いと、そういったこともありまして、収入増につ

ながっているということもありました。基本的に今、浜坂病院が単体として抱えてる赤

字については約３も億であります。そのほかの病院事業を合わせれば約４も億というこ

とになりますけれども、単年度で見れば大体２億、３億の赤字を出しております。これ

が重ねて申しますけれども、やはり収入の赤字の大きな要因というのは、利用者の減少、

診療報酬の抑制による診療費の収入としての不足、こういったものがあるように感じて

おります。も上です。

○議長（中井 勝君） 土江参事。

○町参事（土江 克彦君） ちょっと補足をさせていただきます。

まず、冒頭に、総務省のヒアリングの御意見ですけれども、これ、私は総務省の方に

部屋でヒアリングを受けましたけれども、まず、その回答をいただいたのは後からなん

ですけど、反論したい部分がたくさんございます。というのが、何もしてないとかいう

ことではなくて、いや、これできないんだと。したいけど、できないという部分がある

ので、まずもって、反論をしたいということを申し上げておきます。

それと、なぜ病院が経営赤字かということですけども、私が平成８年か６年ぐらいだ

ったと思うんですけど、国民医療費が２７兆円ということがうたわれてました。毎年１

兆円ずつ上がって、今４も兆円近くなってるんです。その国民の医療費の抑制を図るた

めに、国も財政破綻してますので、医療費を抑制するためにいろんな手だてで診療報酬

改定をしてきました。ここ１も年間はプラス改定はまずなかったと思います。マイナス

改定であったというふうに記憶してます、パーセンテージでちょっと記憶してないんで

すけど。ただ、一方で、けさのニュースでもＮＨＫで言ってましたけれども、１２月末

ごろに中医協というのがありまして、日本の中医協、そういった審議会というのがある

んですけど、そこで診療報酬の骨格を決めて、もうおられるみたいです。年を明けて、

具体的にそのお金を配分をどこにしていくんかということを議論していくようですけれ

ども、薬価はまず下がります。薬価差益がなくなってきます。ということは、薬を出し

てももうからないという話になるんですけども、浜坂病院は院外処方なので、特に外来

ではそのもうけるもうけは関係ないんですけれども、入院の部分でやっぱりジェネリッ

クを使っていかないといけないのかなというふうなことを考えております。それと、ド

クターフィーといいまして、技術料ですね、医師の技術、それから看護婦が注射をしま

すよね、その手技料、処置をしますよね、処置料、それから、手術はないんですけども、

手術をしたときの手技料、これらについて下げようという、今、議論が諮っておられま

す、当然ながら、医師会等は反対をしますけども。その役割というか、配分がすごく今

いびつになっているっていうのが実態でございます。そういった意味で、どこの病院も

赤字を抱えていると。民間なら、じゃあ、何でだっていう話になると、ここでは長くな
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りますんで申し上げませんけども、但馬の病院で黒字を出してる病院はゼロです。８つ

の公立病院ありますけども、ゼロですね。豊岡病院でさえ、来年か、始まったかちょっ

と記憶にないんですけども、地域包括ケアっていって、慢性期の病床をつくろうとして

ます、豊岡病院でさえですね。私どももまたそれは導入しようと思ってるんですけども、

まず、香住もしました、村岡もしましたということで、苦肉の策で、皆さん、報酬を上

げていこうというふうに努力しておるわけです。ただ、一方で、それが追っついていな

いというのが現状です。

それと、レスパイト入院という言葉があるんですけども、昔は社会的入院って言って

おりました。例えば、患者、家族が寝たきりになってしまった。家族がそれを見ていた。

介護していた。それを例えば冬になるから、寒いからちょっと患者さんを入院させてよ

っていうのは社会的入院というふうに言われてまして、それは、厚労省、国はかなりき

つい目で見ておりました。減点もあったと思います。それが今は在宅に持っていきなさ

いということで、言葉が今度、社会的入院じゃなくて、レスパイト入院っていうふうに

変わってきました、最高が２週間なんですけども。そういったことを、逆にそっちのほ

うに誘導して、社会的入院という言葉ではなくて、言葉をかえて、レスパイトという言

葉でかえて、そっちに誘導して、在宅で見なさいと。ただ、在宅で見ると、患者家族か

家族が見ないといけないわけでね。ですから、仕事やめて見ていかないといけないとい

うふうな部分もあったりして、大変、家族の方は苦労されるんかなと思うんですけれど

も、そういった意味で、レスパイトを御希望の方は浜坂病院でも、２週間、最高なんで

すけど、２週間受けれますよということで、今、地域連携室をアナウンスの場として地

域のほうにアナウンスさせていただいてます。ですから、病院をうまく利用していただ

くということも、未利用者の方々にまたこれからもアナウンスしていこうかなと思うん

ですけども、根本的には診療費の抑制というのが一番だと思います。特に浜坂病院、香

住病院、村岡病院も手術をしなくなりましたよね。やっぱり手術をして、その術後を診

ていくっていうことであれば、そこそこ収益は上がってくると思うんですけども、やは

り手術場がないというのは一番痛いところです。ただ、今の現状で手術の先生を引っ張

ってくるっていうのはまあ１もも％無理かなというふうに私、実感として思ってますの

で、これからの方向性としては、どこかの議員さんの質問でありましたけれども、方向

性というのはやっぱり総合診療と予防医学と在宅医療かなというふうに思ってます。

今晩も午後７時から地区のほうに出向いて巡回講座をさせていただきますけども、３

も回ぐらいになりました、回数が。でも、皆さん方については、頑張れよという声もい

ただいてますので、そうした愛される病院になっていきたいなと、努力していきたいな

と思ってますので、ちょっと答え、最後ずれましたけども、ということで、よろしくお

願いします。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 今、事務長、参事からお答えいただいたとおり、そもそ
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もこれほど大幅な、自治体病院が赤字を抱えるというのは浜坂病院だけではなくて、全

国共通の課題であります。それはなぜなのかと。つまり、診療報酬、薬価、そういうも

のがどんどん下げられていく。そうすると、いわゆる不採算部門を担当している公立病

院、つまり救急部門であるとか、そういう部門を抱えている公立病院が結局、人件費を

その収益で見出すことができないという悩みは全国共通であります。

なぜそういうことになったかといいますと、１９７３年、オイルショックという言葉

は覚えておられると思うんですね。もう４も何年かになります。このときも来、日本の

財界と政権が医療費抑制策を第一の政策課題にしたんです。つまり、一番極端なのが第

２臨調、中曽根内閣のときに、国際的にはイギリスのサッチャーであるとかアメリカの

レーガンであるとか、いわゆる新自由主義経済の理論を取り入れて、国家が資本の論理

を規制しないと。つまり、弱肉強食、強い者が弱い者を淘汰しながら独占を強めていく、

こういう経済理論を前面に振りかざして、いかに利益を追求するかと。つまり、日本の

企業が国際化をしなければならない。多国籍企業、今や無国籍企業と言われるようにな

っていますが、そういうことをするために、社会保障費をいかに減らすか。社会保障費

というのは、健康保険で考えていただければ、あるいは共済組合保険ですね、こういう

ものは労使半々の負担をすると。そうしますと、必然的に社会保険料が高くなっていけ

ばいくほど、企業の社会保障負担が高くなっていきます。それを抑制するために医療費

を抑制しなければならないということを大前提にした、社会保障を削減していく、医療

費や福祉費をどんどん削減していくという政策を次々に打ち立てました。その歴史をぜ

ひ学んでいただきたいと。

典型的なのは、病院を少なくすることが医療費を抑制する一番確実な方法だというこ

とから、医師の臨床研修制度を、改善するということを逆手にとって、つまり、インタ

ーンと言われた医師の臨床研修を法律で義務づけると。そのかわりに、どこで研修を受

けてもよろしい。つまり、それまでは大学の医局の、つまり大学教授の派遣で、あの病

院に行って勉強してきなさいというふうにされていたものを、研修生が自由に選択する

ことができるようにする。そのかわりに、大学医局はみずからの医局の職員数が確保で

きないということになるので、各病院に派遣している研修生を引き揚げると。それどこ

ろか、指導的な立場に立っている医師も引き揚げるいうふうなことをして、病院の医師

が確保できないと。だから、自分たちの職員給与を稼ぐことができないという病院に全

国の病院が陥っていく。特に兵庫県というのは、もともと総務省、自治省から下がって

きた役人、町長が言われる役人が知事になっていくという伝統的な国、つまり、国直結

の県であります。したがって、国の政策方針をまず真っ先に実験するところが兵庫県。

ですから、厚労省の施策をそのまま真っすぐに実施するということから、公立病院の医

師を全て引き揚げるということをやったのが１１年前でしたか。もう１も年も上前にな

るわけですね。結果、必要な医師が確保できず、そして、町長が言われたように、医師

がいない病院にどうしてかかることができるのかと。つまり、もう選択の余地なく、他
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の病院にかからざるを得ないという必然に町民が追い込まれ、実際の利用率が国保だけ

に限定して７％の利用率しかないというところに陥っているというふうに私は理解をし

ています。町長はどうお考えですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ７％の数字というのは町民の利用の結果だというぐあいに思っ

ておりますし、中央病院や大病院、それから気軽に診ていただける地域の町の病院、医

院さん、こういったところの選択の結果はそうなってるわけですけど、やはり医師の数

の問題ではないというのが、実はこの４年間の４人から、医師は６人にふえました。一

方で、外来だけに見ますと、おととしから去年にかけては１％減ったと。去年は１日平

均、外来が１も３人でありました。そういったことを見ると、医師がふえたら患者がふ

えると単純に言えないと。そこに質の問題があると。もちろん病院全体の質の問題、こ

れは、やっぱり利用者はそこを見ていると。だから、７％というのをもう一度分析する

必要があると。町民の声はどこにあるのか。本当の声はどこにあるのか。要するに、病

院を守るのか、患者さんを守るのかという、そういう選択を、患者さんというか、され

とるわけですね。だから、選ぶほうは自分を守りたいと。自分の体を守るのが一番だと。

病院を守るという意識が７％という数字の中にどれだけあらわれているかという、そう

いう問題が提起されているというぐあいに思っております。これは、住民一人一人の意

識はやはり自分を守りたいと、病院を守るより自分を守りたいという結果が７％になっ

てるというぐあいに思います。だけど、地域として、じゃあ、それでいいのかという。

その７％を放置していいのかという。信頼される、やっぱりそこに病院としてのあり方

を提案する必要があると、模索する必要があるというぐあいに思っております。非常に

難しい問題だと。実は医師の問題でもない。看護師の問題でもない。施設の問題でもな

い。全体、トータルとしてどうあるべきかという、そういう問題提起がなされていると

いうのが７％の実態だというぐあいに考えております。ですから、みんなの協力がない

となかなか先行きは厳しいというぐあいに思っておりますけど、責任者としては、地域

の病院の拠点として何とか皆さんが喜んで利用していただけるような病院のあり方を模

索したいというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 町長の問題意識、わからないわけではないです。当然、

患者の側からすれば、本当に自分の病気、けが、あるいは健康や命を大切にしてくれる、

きちんと守ってくれる、そういう医療機関を求めていることは前提であります。そうで

ない医療機関など、どんな公私を問わず、存在する意味がないですね。だから、それは

前提です。そして、この公立浜坂病院が公立浜坂病院になる前から、但馬の病院の歴史

というのは、９月議会でも少し紹介しましたが、豊岡病院組合の豊岡病院というのは明

治４年にできた病院なんですね。ですから、全国で自治体病院として存在するのは２番

目に古い、歴史のある病院です。その今日まで１４も何年間ですね、百数十年間、本当
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に問題のない年などあったのかと。そして、昭和３２年に浜坂病院が豊岡病院組合に加

入をして、豊岡病院組合立浜坂分院ができた。昭和４４年に院長が辞任する、外科医長

が辞任をするというふうな苦労の歴史を乗り越えて、浜坂病院になってから休診も続い

たというような苦難の歴史を引き継いで、今日まで浜坂病院を維持してきています。こ

の間、１年たりとも安泰だなどという歴史はないんですね、豊岡病院も含めて。つまり、

その根本は、国立病院でもない、県立病院でもない、但馬の無医地区をいかに克服して

いくかという先人の苦労の歴史です。それは、国や県がどんな行政を進めようと、地域

の皆さんが地域住民の命を守るという立場で努力をされた結果であります。その歴史を

踏まえて、私は、浜坂病院を守ろうということを提案する上で、やはりなぜ今日の困難

があるのかという原因は明確にしなければ、病気も何が原因なのかと、病名を診断する

にしても何が原因なのかということを明確にしなければ治療方針も打ち出せないと。先

ほども議論ありましたね。当然ですよね。ですから、やっぱり病院経営の困難も、何が

原因なのかということを明確に定めなければ、結局はその具体的な解決の手だては打て

ないというふうに考えるのが当然だと思うんですね。それは、やっぱり住民の求めてい

るものが何かということを大切にするという視点はよく理解できます。しかし、町長が

言われる立ち位置の違いによって、求めているその内容や求め方も違ってくると。１も

年前の第一次但馬の医療再編計画のときに、私は、全町民に向けて、浜坂病院、守ろう

という署名運動を提起しました。区長会などの御協力もいただけて、も、合併前でした

から、温泉町の住民の皆さんにも圧倒的にその署名運動に協力をいただいた経験があり

ます。つまり、この地域にとって浜坂病院というものの存在というのは、極めて大事な

もので、住民の総意であるというふうに私は今でも考えています。ですので、多少の困

難に動じてはならないと。どんな困難をも乗り越えて浜坂病院を守る。しかし、その歴

史的経過や、なぜ赤字が生み出されるのかという原因は、曖昧にしてはならないと。明

確に分析をして、やはり打つ手はきちんと打っていくということが必要だと。もちろん

外からのアドバイザーも必要かもしれませんが、そのアドバイザーなるものは病院を潰

そうという立場に立ったアドバイザーであるわけですから、本当の再建に役立つアドバ

イスなど出てくるはずがないものです。そんなものに頼らずに、町長が言われるみずか

らの頭、この町内の住民の知恵と力で、その方向を生み出すと、その姿勢こそが今必要

だというふうに私は考えますが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 実は、病院だけを見ていたら、何ていいますか、大きい、町全

体の動きというものが見えなくなるんです。逆説的に言えば、病院の５億円のような巨

額な投入が続けば、実はここの本体自体がもたないという、そういう大変大きな曲がり

角に今なっておるという認識を持っております。だから、あえてこういう病院問題を提

案しとる、そういう結果なんです。だから、病院を守りたいというのは共通の意識の中

に皆さんがあるんです。だけど、そこだけ見とると、町が潰れると、潰れるかもしれな
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いと、そういう局面になってきていると。ですから、従来どおり１億から１億 ももも

万ぐらいの一般会計からの補填、これなら心配はないという言い方はよくないんですけ

ど、維持できるというぐあいに考えております。ですから、アドバイザーの視点は一つ

の意見として、聞くべきだというぐあいに思っておりますし、いい意見もたくさんあり

ますから、いい点はどんどんどんどんやっぱり取り入れて見直していくということが必

要だというぐあいに思っておりますし、そういう視点で、外部の意見、それから住民の

意見、それから町全体の財政のあり方も含めて、やはりそこに重点を置かないと大変大

きな転機に立たされているという認識が私自身で持っております。それから、守りたい

という意識と、実はさっきの７％、現実とのギャップですね、これをどうやって埋めて

いくか。７パーを１もパー、１もパーを１５パーにするか、もうそういう論議を深めて

いって、やはり赤字幅をとにかく削減したいと、そういう強い思いで向かっているとい

うことです。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 先ほど憲法の話を議論しました。なぜ私はそれを議論し

たかといいますと、その一つの理由が、憲法２５条の具体化こそがこの浜坂病院の存在

なんですね。ですから、そういう視点から憲法をもう一度、町長自身も読み直していた

だきたい。そして、その１億 ももも万ないし１億とおっしゃる許容範囲と、町長がお

っしゃる許容範囲、つまり、赤字を前提にしているわけですね。その町長の許容範囲の

赤字はなぜ生まれるのかということを町長御自身が把握をしなければ、その具体的手だ

てはないということです。ですから、私は、それが住民の側に責任があるのではなく、

国の政策上の問題があると。今日まで行われてきた公立病院の存在をいわば否定をする、

地域のですよ、そういう政策がこの町長の許容範囲の赤字を生み出している、それも上

の赤字を生み出しているということを踏まえなければ、どんな手を打っても厳しい、現

状は。しかし、浜坂病院、豊岡病院組合の歴史を振り返れば、どんな困難があっても乗

り越えられない困難はない、あるいは、浜坂病院を現状から引き上げる手だてはあると

いうことも、その歴史が示しているということも申し上げておきたいと。ぜひ、町長御

自身ももっと現状把握を正確に行って、現状の分析ももっと正確にして、そして、我々

議会にも町民にも提起をしてもらいたいということを、この病院問題については考えて

いただきたいと思いますが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 問題は具体的に、じゃあ、どういう手を打つかということにな

ってくると思います。抽象論で問題点の把握、問題点の把握と言うのは、現実問題とし

てデータで入院患者の実態であるとか経営の数値の実態は出ております。どこにあるか

というのは、住民の思いというのはどこにあるかということと一致すると思います。ぜ

ひ、そういう視点で病院問題、我々の仕事は病院問題を何とか解決したいというか、本

当に安心して利用できる、そういうスタンスで取り組んでいきたいと思っております。
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非常に、何ていいますか、答えが難しいなというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 町長、利用が７％というのは、数字として出ているとい

うのは理解します。しかし、その利用の低さと同時に、なぜ１年間、数億円の赤字が出

るのかという分析が必要だということを申し上げてるんですよ。町長もかっては経営者

であったわけですから、商売をする上で、これだけのものを販売する、これだけの利益

は上がる、そういうことについてはたけておられると思うんですね。同じように、病院

経営ですから、経営上の数値というのは、なぜそれだけの赤字が出るのかということに

ついては、正確に把握をしていただきたいと、その上で問題提起をしてくださいという

ことを言ってるわけです。

次に移りたいと思います。

同じように、国保の都道府県単位化で被保険者を守れるのかということについて、伺

いたいと思います。御承知のように、来年４月から国保が、今は市町村が運営主体とな

っておりますが、都道府県が運営主体になっていく、そういう制度の大幅な転換がなさ

れます。これも、病院の問題と同じように、それぞれの市町村の国保の運営が赤字で困

難に陥っている、その問題を解決するという呼び名で、国は都道府県単位にしようとい

う方針を打ち出しました。しかし、それは、大幅な国保税の引き上げにつながる、国民

の医療や健康を守る保険になり得ないということが前提とされる改悪であります。しか

し、もう来年４月、間もなくであります。これによって、国保税そのものがどういう見

通しであるかということをまず、お答えをいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 制度の見直しの内容について、担当課長より、まず、報告をさ

せます。

○議長（中井 勝君） 森本健康福祉課長。

○健康福祉課長（森本 彰人君） まず、国保の制度の変わるとこにつきまして、概要等

を説明させていただきたいというふうに思います。

御存じのとおり、昭和３３年に国民健康保険法が施行され、昭和３６年から国民皆保

険っていうふうな制度になってございます。その間、市町が保険者となって、ずっと国

保の制度を維持してきてございます。が、御存じのとおり、来年の４月から新制度の施

行ということで、制度が変わります。現在、市町が保険者となって実際行ってございま

すが、今後は県が保険者となって運営をされます。形的には県と市町が共同保険者とい

うようなことになりますが、保険者としては県が運営していきます。それで、３も年か

らの町の主な役割っていう部分でございますが、事務的には従前どおりと大きく変わり

はございません。直接、被保険者とのやりとりの資格管理、また、保険証等の発行、そ

ういう部分は町が担っていきますし、県の標準保険料率を参考に、個々の事情に応じた

従来の保険税の賦課、また、徴収、窓口給付等の業務は従来どおりの町がしていきます
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ので、そんなに大きく、制度が変わりましても直接、被保険者とのやりとりの部分につ

きましては町がかかわっていきますので、大きくは変わらないというふうに思ってござ

います。

ただ、今までは保険税としてお願いしてきてた部分が、今度は県からの標準保険料率

を使われた納付金制度に変わってきます。その分を町が納めていくっていう形になりま

すが、制度的には、国が申してございますのは、安定的な財政運営をしていくために県

単位にするんだ、広域化するだっていうふうなことになってございます。も上でござい

ます。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） その前提で、来年度からの国保税の見通しをお答えいた

だきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長に答弁させます。

○議長（中井 勝君） 森本健康福祉課長。

○健康福祉課長（森本 彰人君） 現在、御存じのとおり、保険税につきましては、町の

医療費水準や所得状況等異なる中で、各町が保険税を決定を賦課してございます。新制

度になりましたら、標準保険料率が出され、示され、納付金っていう部分で算定はさせ

ていただきますが、従来どおりの計算方法とは何ら大きく変わりません。現在の県の試

算っていう部分が１１月に発表されました。その部分では、昨年との対比でございます

が、若干、２％のアップが示されてございます。今後、先ほど病院の話の中にもござ

いましたが、１２月末に診療報酬の改定がございます。それを受けて、１月上旬に県が

最終確定するっていうふうなことになってございますので、最終的には１月に入らなけ

ればどのようになるかは見えませんが、現在のとこは、対前年、単純に比較すれば２

％のアップっていうふうなことで県が示してございます。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 県は、２％アップを納付金としての基準額を示してい

ると。では、我が町はどうするのかということについての見通しをお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 極力、従来の形で抑えたいというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 来年度は前年並みというふうに見通すことができるとい

うことのようです、ぜひそう願いたいわけですが。そもそもなぜ市町村の国保がそれぞ

れ全国の自治体で経営が困難になった、もうこれも上の運営は難しいから国に何とかし

てもらいたいと、町村会で陳情をして、そして、それぞれの自治体からも要請があって、

そしてこういう制度改正につながったと。しかし、それは話が違うではないかというの

が町村会の議論であったわけですね。その違いというのは何かということになるのです
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が、そもそも市町村単位で運営して、なぜ赤字になるのか、あるいは国保税が高過ぎて

払えない、滞納者がふえる、処分がふえるというふうな現象が生まれるのかということ

については、何か認識がありますか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 国からのお金がどんどん減ってるということであります。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 全くそのとおりですね。ここでは、１９８１年から医療

費に占める国庫負担の割合を比較をした表を持っているんですが、１９８１年が４⒐３

５％。それが２も１６年では３９も。これは２もも５年に制度改正があって、いわゆ

る都道府県の調整交付金制度が導入をされて、これを加えると、２も１５年は３⒍７７

％だと。いずれにしても、約５も％近く国が負担していたものが３７％近くにまで引き

下げられている。もうこれが最大の要因ですね。これも、先ほどの医療制度の改悪と同

じです。医療費と保険料の負担を抑えるという、両方相まって社会保障を削減するとい

う制度改悪が今日まで続けられてきたわけです。そのことを物語っているのが、この国

民皆保険制度の改悪の歴史であります。ですから、あわせて、町長、勉強していただい

て、ぜひとも国保税が、来年度はとりあえず現状維持だと、しかし、それから後はどう

していくのかということについても、町長の確固たる姿勢を堅持していただきたいとい

うことを申し述べて、最後の質問といたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この制度、最も大事な制度だというぐあいに思っておりますし、

負担がふえない、そういうことを決意して、谷口議員の、勉強せということであります

し、勉強する必要があると思っておりますので、ぜひそういう方向でやっていきたいと

いうぐあいに思います。

○議長（中井 勝君） これをもちまして谷口功君の質問を終わります。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。昼食休憩です。午後は１時からお願いします。

午前１１時４４分休憩

午後 １時００分再開

○議長（中井 勝君） それでは、休憩を閉じて、再開をいたします。

次に、１２番、浜田直子君の質問を許可いたします。

１２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 浜田直子です。議長より許可をいただきましたので、一

般質問をさせていただきます。

まずは、西村町長、御就任おめでとうございます。私も初めてのことですので緊張し

ておりますし、要領を得ない質問になるかと思いますが、何とぞ御容赦のほど、よろし
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くお願いいたします。

このような機会を与えていただけましたこと、本当に感謝しております。そして、責

任も感じております。これからも、多くの方々の御指導を仰ぎながら精いっぱい務めさ

せていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

それでは、質問をさせていただきます。

まず最初に、浜坂病院について質問をさせていただきます。町長の挨拶の中で、たび

たび浜坂病院について述べられておられ、心強く思っております。浜坂病院の維持を願

う者としてうれしく、安心もしていますが、本日も午前中に前向きな答弁をたくさんし

ていただきましたが、いろいろな御意見も出されており、浜坂病院を再生として、新聞

に診療科の削減という記事もありました。そういう記事が載ると、町民の方もすぐに心

配の声を上げておられました。また、別の記事では、小児科と整形外科を充実させて、

改善を図っていくとも述べられていて、その点はうれしく思っております。

も前から個人的に浜坂病院のことはとても気になっていましたが、このたび町民の皆

様にお会いする機会がふえ、お話しさせていただく機会もふえると同時に、浜坂病院を

多くの方々が気にされているということを実感いたしました。まさしく町民の安心して

暮らせる町であるための大きな柱であるとも感じています。その上、現在８４名もの方

が病院内で働いておられるそうで、町内での貴重な大きな雇用の場でもあります。人口

減少の問題の一つに、雇用問題も当然あると思います。また、私が浜坂病院をありがた

く感じますのは、病院に伺うときというのは心配であったり、不安であったり、時には

つらいときであることが多いのですが、地元の方が多く勤めておられる病院ですので、

そのような気持ちのときに知った方に会えて、声をかけていただくだけでもとてもうれ

しく安心いたします。そう思われている町民の方はきっとたくさんおられると思います。

そのように、今現在、町民にとりましても、とてもありがたい病院であると思います。

この浜坂病院を大切にしていただきたいと切に願いますが、町長の、浜坂病院の思いを

午前中もお聞かせいただきましたのですが、お聞かせ願いますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 町民の思いは残してほしい、医療の大きな柱、最大の柱だと思

っております。一方で、思いと実態は大きく乖離しているという、そこのところをどの

ように見直し、改善を図っていくか、本当に利用がどうしたら高くなるか、そこのとこ

ろを、一人では解決できないし、まず、実態を共有するということが大変大事だという

ぐあいに思っております。そういう中で、新たな意見を集約して、見直しを図っていき

たいというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 前向きに取り組んでくださるということでとてもうれし

いのですが、イメージを上げていくことも必要なのではないかと思っております。模索

をしたいということですが、明るく模索していただき、意識を改革していただきたい。
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それは、イメージをよくしていくには、赤字を強調するだけではなく、前向きに捉える

べきではと思います。今現在、病院のお話になると、赤字という言葉が多く聞かれます。

そうなると、どうしても明るいイメージを抱きにくくなっているように感じています。

そのようなイメージのところへ人は集まるのでしょうか。私個人的には、そうではなく、

明るいイメージを持っていただける要素は十分あると思っています。といいますのも、

収入があるので赤字と言われ、強調されているように感じますが、行政は、収支も大切

ですが、そればかりでもなく、住民サービスも大切であると思います。ほかの行政の部

署で収入のあるところばかりではないと思います。そのような中で、数億円で８４名の

方が働けて、収入も実はそれも上にある、実際に大きな経済効果もあり、その上、町民

の皆様の安心まで得られる、すばらしい要因である。赤字も、ある部分、投資と考え、

そのような意識に変わればと思いますが、現状、事実をお伝えし、知っていただければ、

浜坂病院のイメージも上がりますし、働いておられる方の気持ちも今よりさらに上がる

と思います。来られる方たちの気持ちも、幾分かは爽やかになるのではないでしょうか。

そして、何より努力をすることにより、努力が認められ、収入がふやせるかもしれない

という期待の持てる、そんな可能性という大きな希望もございます。かねてより病院内

では、いろんな方面から努力していただいてるようですし、実際に、いい医療、看護体

制のようです。そして、提案等も上がっているようですが、それはなかなか通りにくい

ようなこともお聞きしております。そうした中で、私たちにできる応援は何かを考え、

実行させていただくという気持ちを持って、一緒に努力、協力させていただきたいとい

う気持ちも大切なのではないでしょうか。

も前、子供の学習についてということで、ある学校からお話を聞かせていただいたこ

とがあります。子供の学力を伸ばすには三輪車ですと言われました。前輪が子供で、後

輪が学校と家庭ですと。その３つがうまく動かないと、本人がやる気で、学校も頑張っ

ていても、家庭が無関心では、くるくる回っていて、学力は向上しません。それと同じ

ように、病院と行政と私たち、住民とが同じ気持ちになって、それぞれが、皆が協力し

合い、連携を持って進めれば、今よりは少しはいい結果が出てくるのではないかと感じ

ています。近くて、知り合いも多く、地元に根差した浜坂病院を町一体になって盛り上

げていけるよう願います。町民の命はお金にかえれない、人の命は値段をつけれない、

そのような思いを持って、浜坂病院を大切にしたいと思っております。町長のお気持ち

をお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基本は、病院を守るか、それとも自分の体を守るか、ここが一

番ポイントだと思うんです。確かに雇用の場のメリットとか、たくさんあるんです、あ

るのは。だけど、現実の利用実態をきっちり、真っすぐ見詰めるということからしない

と、実はもう病院だけの問題ではとどまっていないと。次は、町自体の経営というか、

運営が本当にストップしてしまうと、こういう大きな転機だということを認識する必要
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があると。赤字ばっかりを強調というよりは、実態を知っていただきたいということが

私の本音です。それ知らないと、次の道が出てこないと。何も知らずに、これまでは町

広報で、一般会計から補填して、あっ、最終見ると、町民は黒字だ、黒字だと。だけど、

実質、赤字は、合併した２も億ちょっとから４も億、実質的には５も億なっとったわけ

ですね。そういうことをやっぱり知っていただく。そこで初めて次の道が見えてくると。

ですから、まず、事実を町民の皆さんに知っていただくということが大事だというぐあ

いに思っております。それなくして、次の道もないと。ずっと町広報の補填した後の黒

字を見れば、誰も浜坂病院は健全だと思うわけですね。これは、次の道、病院の再生に

はつながってこないというぐあいに思います。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ありがとうございます。そのとおりだとは思います。で

すが、浜坂病院は、何十年前も、患者さんが多いときも借金ございました。今はこんな

に患者さんは減っているのに、それでもその程度の赤字で済んでるのは相当な努力を今

までずっとしてきたからではないかと思います。やはり人の命を預かるためには、現実

も知りつつ、先ほど町長さんがずっと言っていますように、ピンチをチャンスに変える

べく、いろんな工夫を持って、皆さんと共有し、一緒にいろいろな手段を考えていくべ

きではないかと思います。

そのような中で、具体的には、訪問医療、かかりつけ医、手術後の入院の受け入れ等、

先ほども参事さんが言っておられましたが、そのようなことにも十分新しく向かってい

ただきたいですし、小児科は、子供は少なくても大切だと思います。その小児科も、お

母さんたちが子育てをしていて一番驚くのは、やはり初めて発熱したときです。そうい

うのは大抵夜だったりします。昼だといいんですが、夜に子供が熱を出してしまうと、

お母さんはおろおろしてしまいます。そうしたときに、病院に電話し、看護師が教えて

くだされば、お母さんも安心しますし、その看護師の優しい対応によって、この病院に

次、行こうって思うようになるのではないかと思います。そういったような、少しずつ

の地道な受け入れでもしていただけると、お母さんは大変助かるのではないかと思いま

す。これは子育てに関する中でも大きな問題の一つだと思いますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） どれも、どれが大切で、どれが大切でないとは言えないという

のが基本的なスタンスですけど、一方で、何ていいますか、診療実態の分析が必要だと

いうぐあいに思っております。科の見直し、削減というのは公約の中では言ってないん

ですけど、見直しは必要だと。それが、本当の意味で地域の浜坂病院に求めているもの

が何かということがわかってくるというぐあいに思っております。現在、病院の見直し、

取り組んでいる実態については、事務長のほうで、こういう取り組みを具体的にやって

いるということを病院事務長から報告をしていただきます。
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○議長（中井 勝君） 吉野病院事務長。

○浜坂病院事務長（吉野 松樹君） 議員御指摘のように、訪問医療とか、そういった小

児科のほうの充実をというふうな声もありましたけども、確かに今浜坂病院のほうは、

地域包括ケアシステム、これは地域連携という形になるわけですけれども、浜坂病院と

新温泉町内のいろんな医療関係者との連携とりながら、協力しながらしていく。それか

ら、町内に限らず、この春から地域連携室というものを設けまして、急性期で鳥取とか

豊岡に入院しておられる患者さん、それを回復期に移ったときに浜坂病院のほうに移っ

ていただいて、そこで療養していただくといったような形で、地域連携する中でのシス

テムをつくり上げているところでありますので、そういったとこには力を入れていきた

いというふうに思っております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ありがとうございます。浜坂病院はいつも前向きに取り

組んでくださっていると私は思っております。これからも地域に愛される親しい病院と

いうことで、ますます頑張っていただきたいと思います。私たちも、しょっちゅう行き

たいのですが、こればかりはいつでも行けるというわけではありませんので、残念なが

ら、できる協力はさせていただきたいと思っておりますし、地域の皆様もなるべくその

ような実態をわかっていただいて、前向きに明るい浜坂病院を目指して頑張っていただ

けることを願っております。

次に、浜坂認定こども園の移転場所についてお聞きしたいと思います。町長は見直す

と言ってくださっていますが、現在どのようなお考えでしょうか、お聞かせいただきた

いと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） きのうも、こども教育課と話す場を持ちました。一定の方向性

というのをまだはっきりと決めておりませんけど、町長公約の中で見直しということを

明言しておりますので、改めて地域の皆さんの声を聞いてやっていきたいというぐあい

に思っております。現在では、今、町が、教育委員会が提案している箇所も含めて、改

めて見直しをしていきたいと、候補地を選定していきたいというぐあいに思っておりま

す。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ありがとうございます。町民の皆さんは関心を持ってお

られますし、現在の場所では反対が多いと聞いております。反対される方も聞いており

ます。私も実行委員でしたので責任は感じておりますが、町のほうが最終的には決めて

くださった場所ですので、皆様の多くの意見を反映していただき、納得のいく場所を検

討していただけるよう願っております。

委員に関しましても、変更を予定しているのでしょうか。お願いします。

○町長（西村 銀三君） もう一回ちょっと。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ちょっと意味がわからんかったです。

○議員（12番 浜田 直子君） 済みません。

○議長（中井 勝君） 再度質問。

１２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 済みません。検討委員会っていうものが現在もあると思

うんですけど、その浜坂認定こども園の移転についての協議会を、委員をどのように、

今回このように決めたものが見直しということですので、そういった場合、その委員会

の委員はどのようにされるつもりでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 委員のあり方、委員に公募がなかったと思うんです。そういっ

たところのあり方も含めて、もう一度見直しを、委員のあり方も含めて見直したいとい

うぐあいに考えております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ありがとうございます。も前のメンバーの中には、こど

も園の先生が多く含まれていましたが、その方たちの意見も尊重して選んでいただける

とありがたいかなと思っております。こども園の先生方というのは、場所を決めるとき

は余り参加したくなかったというふうに言っておられる方もいらっしゃいました。設備

に対してはいろんな注文を言わせていただきたいというふうに委員会の中でも言ってお

られましたので、設計段階も降になれば、先生方の意見っていうのは大変貴重ですので

ぜひお願いしたいのですが、場所選定については難しいかなというふうに聞かせていた

だいたようなこともありましたので、また、そこら辺、御配慮のほどお願いいたします。

次に、新温泉町の観光についてお伺いしたいと思います。観光は我が町にとっても重

要なのはもちろんですし、浜坂道路の延線に伴い、通過点になる可能性もありますので、

観光の強化も必要と感じています。そうした中で、現在、湯村では、夢千代館初め、温

泉情緒といいますか、レトロ感が魅力の一つでもあるように感じています。そうした懐

かしさ、あったかさを浜坂地域にも広げ、新温泉町の一体感を深めていただきたいです。

具体的には、現在、町内に残されている、生活で使っていた思い出の詰まった骨とう品

等、生活用品を町内から集め、昭和等のレトロな雰囲気を感じていただくエリアをつく

ってはどうでしょうか。幸い、駅前にはそのような雰囲気の松籟庵もあり、今、再ブレ

ーク中のレコードにも関係づけし、昭和な感じの町並みを見どころの一つとしていただ

きたいのですが、どうでしょうか。そして、湯村温泉も、そのような雰囲気をもっとふ

やしていただきたいです。新しいもの、きれいなものはどこでも、幾らでもこれからつ

くることは可能ですが、過去の伝統、生活用品等はもうつくられることはないと思いま

す。その貴重なものを財産、宝と捉え、観光につなげていただきたいと望んでおられる

方もおられますので、提案させていただきます。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 夢千代館の展示場を見ていただいたら、昭和というか、レトロ

というか、そういうイメージがすごく出ております。テーマを何にするかという、そう

いった基本的な考え方をまとめる必要があると思いますし、御提案としてはすばらしい

なというぐあいに思っております。問題は予算であるとか、そういったところが具体的

にどうするかという、次の課題もありますけど、御提案はすばらしいという思いであり

ます。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 心強いお言葉ありがとうございます。ぜひ前向きに検討

していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、子育て支援についてお聞きいたします。ふるさと愛を育むための子育て支援と

お尋ねしていましたが、教育長の挨拶からも、ふるさと愛を感じる挨拶を聞かせていた

だき、うれしく感じております。学校のみならず、家庭はもちろん、地域、行政等も応

援していただきたいと感じています。地域では、青推協、公民館、スポーツ２１等、い

ろいろな活動も子供たちの大切な楽しいふるさとの思い出になっていると思います。成

人式も町を意識していただく大きな、大切な機会です。大切な思い出づくりに新成人が

アイデアを出し合い、盛り上げていこうとしていますので、ぜひ応援していただきたい

と思います。また、子育て中のお母さんたちが楽しく過ごせることが、ふるさとを愛す

ると同時に、少子高齢化にもつながると思っております。このような点で、町のほうが

どういうふうに取り組んでいってくださるのかと期待しておりますので、そこら辺の思

いをお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この件については、教育長のほうからお答えをさせていただき

ます。

○議長（中井 勝君） 岡田教育長。

○教育長（岡田 耕治君） きのう、就任挨拶、それから質問いただいて、お答えをしま

したんですが、改めて御質問いただきました。ふるさと愛、これは子供たちが生きる力

を持つための土台だというふうに考えておりまして、さまざまな方向で進めていきたい

と思うんですが、先ほど上げられました青推協等々、ただ、青推協等々の実施だけでは

なくて、これはふるさと教育の一環であるという、そういう認識を持って進めることが

大事かなというふうに思っております。そういったあたりで、今後進めてまいる所存で

ございます。

それから、もう１点、お母さんの支援はどうかということでございますが、まだちょ

っと勉強不足でございます。これに関して、こども教育課長が答弁いたします。

○議長（中井 勝君） こども教育課長。

○こども教育課長（西村 徹君） それでは、私のほうから説明をさせていただきます。
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まず、町のふるさと教育に関する規定ということで、新温泉町には第２期の新温泉町

教育基本計画いうものがございます。これは、教育基本法に基づく法定計画でございま

す。また、これは、改正地教行法におけます町の教育大綱とイコールのものでございま

す。この中で、目指す子供像といたしまして、「ふるさとを愛し、人と自然にやさしく

未来を切り拓く人」と、こういう子供像がございます。そういった子供像をもとにして、

各認定こども園におきましても、教育・保育目標の設定等しておるとこでございます。

また、支援センターのほうで、子育て中のお母さんというふうなことで、支援センター

におきましても、そういった子供の体験であるとか地域の行事、それらを活用して、幼

いころから幼・小・中連携した中でふるさと教育というものを推進しているというとこ

ろでございます。も上です。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 現在の子育て環境は、新温泉町はとてもいいものだと私

も認識しております。自慢したいぐらいです。この町の子育て環境のよさを十分に発揮

できるよう、ますます努力していただきたい。認定こども園も、本当にありがたい施設

です。ですが、それで全てのお母さんたちを賄えているわけではありませんので、それ

も外の活動にも応援していただけるとありがたいのですが、そちらはどうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 岡田教育長。

○教育長（岡田 耕治君） これに関しましても、こども教育課長に答弁させます。

○議長（中井 勝君） 西村こども教育課長。

○こども教育課長（西村 徹君） 先ほどの御質問にお答えしましたように、認定こど

も園におきましては、教育・保育目標の中でそういったことをしておりますし、また、

入園前のお母さん方につきましても、あったか子育ての支援ということで、浜坂・温泉

の子育て支援センターで親子の活動といたしまして、保護者に対してもそういった活動

をしている現状でございますので、さらにその輪を広げていきたいというふうに考えて

おります。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 子育て支援センターに関しましては、大変いい活動をし

ていただいてるというふうに納得しておりますし、ますますしていただきたい。本当に

たくさん喜んでおられるお母様方がいらっしゃるというのは、私も感じております。そ

れもあるのですが、それも外のお母さんたちの交流を応援していただきたいという願い

なんですけど、そちらのほうはどうでしょうか、お願いします。

○議長（中井 勝君） 岡田教育長。

○教育長（岡田 耕治君） 今の御提案、今後検討して、前向きに考えたいと考えており

ます。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ありがとうございます。子育てというと大人までと私は
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考えておるのですが、小学校の登校についてもお伺いいたします。現在、東小学校の辺

地地区の子供たちは徒歩で通っておられるそうなのですが、ほとんど正法庵地区まで送

迎に来てほしいというようなことを言われてるそうで、毎日、そういうお迎えに行くと

いうのは困難ですし、これからの季節、雪が降ったり、雨が降ったり、子供の安全を考

えると、正法庵までお迎え来てほしいと言われれば行かざるを得ませんし、かといって、

どこの家庭も誰かがいらっしゃるというわけではないので、そこら辺の御配慮を考えて

いただけるとありがたいかなと思うのですが、どうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 岡田教育長。

○教育長（岡田 耕治君） 通学路の設定は学校長の権限ということでございますが、子

供たちの安全面を考えて、そのような要請があるのかなと思ってるとこでございます。

各家庭、いろいろ御事情があるというあたりで、連携をとっていくように指示したいな

と思っております。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後１時３０分休憩

午後１時３１分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

○教育長（岡田 耕治君） 申しわけありません。条例の規定どおり行うということでご

ざいます。も上でございます。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） その条例ということですが、すぐにではなくて、前向き

に検討していただけるというふうに理解させていただいてよろしいんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） それも含めて、現状を一回調査して、改めて検討をする余地が

あればするということでお答えしときます。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） よろしくお願いします。

そして、高校のほうの問題ですけど、先ほど町長は、鳥取の高校に負けているという

ようなニュアンスの発言をされていましたが、私は決してそうではないと感じておりま

す。幅広い教育をしてくださっておりますし、本当に就職面でも進学面でもかなりいい、

私が見たらびっくりするような結果を出しておられると思います。一人一人に手厚い指

導をしているんだなというのをとても感じています。そこら辺のよさもしっかり見てい

ただいて、これからの高校を応援していただきたい、県立高校ではありますが、地域の

皆さん、みんなで応援していただけるような環境をつくっていただきたいと切に思って

おります。実際の高校を、もっと正しく知っていただけるよう努力していだけるとあり

がたいのですが、どうでしょうか。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 僕も浜高出身ですので、浜高が悪いという表現でなしに、鳥取

のそういう学校が、教育というか、生徒の確保に一生懸命になってるというのが実態だ

という報告をしております。何ていいますか、それを見て、やりたければやればいいが

なというのか、やっぱりそこでもう一度こう、少子化の実態をきっちりと把握して、我

が浜坂高校はどうあるべきかということを考えていく、そういう時期に来ているという

ことです。本当に城北高校の大型バスが迎えにくる時代になっているという認識を、や

はり公立高校であってもそういう実態を見る必要があると。もちろん優秀な生徒は浜高

にもたくさんいて、立派な大学に入っているという事実はよく認識しております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ありがとうございます。高校がなくなると、本当に寂し

いことになります。この高校生、新温泉町の高校生はテレビでも放映されていましたが、

本当にかわいくて、素直な子たちが多いように感じています。このかわいい子たちを守

っていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

次に、イノシシ、鹿について、質問させていただきます。今、害獣、イノシシ、鹿は

処分に困っているということをよく聞きますが、ジビエとしての活用を望まれている方

が多いのですが、その点、可能性はありますか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 可能性はあんまりないというぐあいに思います。まず捕獲して、

殺すといいますか、そういう処理が一番だと。何頭おるかわからんですけど、とにかく

国全体ではイノシシの数は横ばいということで、鹿はどんどんどんどんふえているとい

うのが実態みたいですけど、とにかく捕獲して処理するということに力を入れたいとい

うぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ジビエとしての活用が難しいというのはとても残念な話

だと思いますので、できれば何らかの可能性を探していただきたいと思います。現在は、

言っておられるように焼却や埋めておられるようですが、それも大変な経費がかかると

お聞きいたしました。それをせめてというか、有効活用ということで、バイオマス発電

という活用もぜひ考えていただきたい。

あわせて、町内からたくさんの生ごみが出されていると思われますが、そういったよ

うなものも資源として一緒にバイオマス発電での活用に生かされないかという町民の声

もありますので、提案させていただきます。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） アイデアとしては、これまでからそういう発想はずっと出てお

ると思うんです。具体的にやるかやらないかというのはまた別次元の問題だというぐあ

いに思います。今のところはお聞きしておくということしか、ちょっと返答ができませ
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ん。

今、太陽光発電の民間の会社が、実は話が出ておりますし、バイオマス発電とはまた

ポイントがちょっと違うんですけど、そういう自然をより活用した、そういう町のあり

方、そういったものを前町長も推進しておりましたので、ぜひそういった点も省エネの

町として取り組みはやっていきたいというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 世界的に見て、自然エネルギーというのが求められてい

るように感じますので、この町でもぜひ早く取り組んでいただき、そういったこの町の

イメージアップの一つとして活用していただければと思いますので、ぜひ前向きに検討

していただきたいと思います。

では、次に、地域包括支援センターについてお伺いします。現在の庁舎内の地域包括

支援センターがわかりにくいということで町民の方から提案をいただきましたので、お

考えをお聞かせいただきたいです。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 御意見のとおり、全くわからない、見えない場所にあります。

もう少し見える場所に検討したいというぐあいに思っております。一方で、相談が、人

に顔を見られたくないという方もいるようですので、その辺の兼ね合いを考えながら、

非常に見えるようで見えない場所、そういったところをちょっと課の内部で検討したい

というぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） そのように前向きに考えていただけてありがたく思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

次に、高齢者・福祉・障がいについてお伺いいたします。高齢者・福祉・障がいを持

っておられる方について、暮らしを守っていただくっていうのが大前提だと思うのです

が、町長のお考えをお聞かせいただきたいです。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 選挙公約でこのことは言ってきたんですけど、高齢化率が約４

割あります。１も人に４人は高齢者。それから限界集落が、現在は１４集落あるわけで

すけど、多分、次の国勢調査ではもう２も近くなるような感じがあります。６１集落の

うち、３分の１が限界集落に近づいていると、そのうち限界町村になってくる、そうい

う可能性がありますので、高齢者対策、いかに支えるかというのが村の維持にとっても

喫緊の課題だというぐあいに思っております。きのうもありましたけど、地域のあり方

を考えようという、そういう企画もどんどん企画課が中心で進めておりますので、そう

いったところを軸にしながら、高齢者対策、それから、もちろん障がい者対策も含めて、

バックアップというか、支えていきたいというように考えております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。
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○議員（12番 浜田 直子君） 暮らしを守っていただけるということで、心強いお言葉、

ありがとうございます。高齢者の皆さんは、日々、地域の中で暮らしておられます。そ

ういった中で楽しみ、明るく過ごしていくためにいろいろな活動も行われております。

高齢者のすこやかクラブの事務局が、も前はお手伝いをしていただいたところがあるそ

うなのですが、現在はお手伝いをしていただけるところがなくなり、とても会を維持す

るのに苦労しておられるとお聞きいたしました。この点について、行政の対応はどうで

しょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） その件、僕も議員の時代に聞いております。その辺も含めて見

直しというか改善をします。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） よろしくお願いいたします。ほかにも行政がかかわって

くださっているいろいろな団体がありますが、そちらについても前向きに協力、今、い

ろんな団体は存続が厳しい状況になっております。どの会も維持、継続、とても苦労し

ておられると思いますので、行政としてできる限りの応援、協力をしていただけること

を望みますが、その点についてはどうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 実態がよくわからんところがありますので、そういったところ

を一回お聞きして、支援が必要なところを支援するということで考えております。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ありがとうございます。継続の難しい会っていうのはた

くさんありますし、一度なくなってしまうと、また、つくるというのは大変厳しい状況

になりますので、今、存続されているいろんな会をなるべく応援していただけるという

温かいお言葉をいただき、とても感謝しております。その実現に向けて頑張っていただ

けるよう願っております。

それと、障がいを持っておられる御家族が町内で暮らしたいと希望された場合、なか

なかそれが実行されないというお話を聞かせていただくことが多いのですが、そうした

細かい対応というのはどのようになっていますでしょうか。お聞かせください。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現状ということでいいんでしょう。

○議員（12番 浜田 直子君） はい。

○町長（西村 銀三君） じゃあ、健康福祉課の課長に答弁させます。

○議長（中井 勝君） 森本健康福祉課長。

○健康福祉課長（森本 彰人君） 多分、御指摘はグループホームのことだろうから、グ

ループホーム、今、当町においてはございませんので、そのことだろうかなというふう

な思いがございます。隣の香美町にはグループホーム、１カ所ございますが、我が町に
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は現在のとこはありません。基本的に民間の法人等にお願いするのが本来の形でござい

ますので、誘致においても今、豊岡とか鳥取の法人等には声かけてございますが、なか

なか実現しないのが現状でございます。その実現するよう、努力してまいりたいという

ふうに思います。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ぜひ実現していただきたいですし、なるべく、やはり皆

さん地元で暮らしたい、せっかくこの町で暮らしたいと願っているわけですから、その

夢をかなえていただけますよう、よろしくお願いいたします。その可能性はありますか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） あります。

○議長（中井 勝君） １２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） ありがとうございます。家族は自立できるようにと願っ

てはいますが、そのような町の姿勢を感じることができ、とてもありがたいと思います。

ぜひ実現に向けてよろしくお願いいたします。

も上で、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

○議長（中井 勝君） これをもって浜田直子君の質問を終わります。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。２時から。

午後１時４６分休憩

午後２時００分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じて再開します。

次に、６番、中井次郎君の質問を許可いたします。

６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） きょう、最後の質問者でありますので、町長や当局には

お疲れでございましょうが、おつき合いをよろしくお願いいたします。

本日は、この町議選での私の公約や町民の声に基づき、質問をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

第１に、１１月１９日に総合防災訓練が行われました。年間の行事を知らせるいきい

きカレンダー、これは今では本当に町民が予定を立てるのの糧になってます。これがそ

うですけども、ここに実はこの総合防災訓練、町でも最も大事な行事でありますが、こ

れが抜け落ちてるということがわかったわけでありますが、なぜこういうことになるの

か、一体どのように編集をされているのか、これについてお答えください。

それから、やっぱり今後こういうことがないようにするために、いわゆる複数での、

集団でのチェック体制をきちっとつくるべきだと思いますが、その点について、どうで

しょうか。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まず冒頭、陳謝をいたします。本当に申しわけありません。詳

しい内容については担当課長から報告をしてもらいます。

○議長（中井 勝君） 谷田町民課長。

○町民課長（谷田 善明君） １１月１９日に総合防災訓練をさせていただきまして、皆

さん御協力いただいたところでございます。今、御質問がありましたいきいきカレンダ

ーから落ちていた件でございますが、従来、町では総合防災訓練を、例年１も月第４日

曜日を基本として実施してまいったわけなんですが、平成２９年度は１も月の第４日曜

日に町長、町議会選挙が予定されておりましたので、訓練実施日を１も月の第４日曜日

も外の日曜日に変更する必要が生じたところでございます。しかしながら、他の日曜日

も既に事業やイベントが予定されていたため、訓練の実施日の決定に時間がかかりまし

て、結果としていきいき生活カレンダーへの掲載することができませんでした。今後は、

次年度の総合防災訓練の日程を早目に調整いたしまして、いきいき生活カレンダーに掲

載するように努めてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。も上です。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） あれですか、大体２月時点、３月までにまとめると思う

んですけど、年間の行事は。それができなかったっていうことですか。その後で、要は

町長選挙、町議選もあるので変更せざるを得なかったっていうような話なんですか。何

か、３月末ぐらいまでに、これ４月には皆さんの家庭に届くわけでしょう。

それと、もう一つは、変更したために、いわゆる突然に入ってきたために学校関係の

資源回収などの日程が、いわゆる狂ったんじゃないですか。どうですか、その点は。ど

のようにあれしたんですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 同じ内容の質問の２回目は担当課長が直接答えますので、よろ

しくお願いします。課長、お願いします。

○議長（中井 勝君） 谷田町民課長。

○町民課長（谷田 善明君） 町長、町議選が第４日曜日に既に決定していたということ

で、他の日を検討して、どの日にしようかというところで調整していて、結果として、

そのいきいきカレンダーの締め切り日までに決定することができなかったということで

ございます。

○議員（６番 中井 次郎君） 何か意味がわからんね。

○町民課長（谷田 善明君） 通常、１月、２月が締め切り日でございます。

○議員（６番 中井 次郎君） いや、だから、それに掲載はできなかったですかって…

…。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） だから、掲載ができなかったんですかっていうことです。
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そのことを聞いてるのに、何回も質問せなあかんのですか。

○議長（中井 勝君） 谷田町民課長。

○町民課長（谷田 善明君） 間に合わなくて掲載できませんでした。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 間に合わなくてっていう話じゃ済まないことだと思うん

ですよ。それだけ重要なことが間に合わなくてってどういうことですか。もっとそれだ

ったら、早くビラを出すなり、訂正をするなりしたらいいじゃないですか。間に合わな

かったっていうことが、なぜそんなことになるんですか、課として。ほかの行事にも影

響を与えてるんでしょう。資源回収だとかそういうものについて、その点はどうなんで

すか。

○議長（中井 勝君） 谷田町民課長。

○町民課長（谷田 善明君） 温泉地域で資源回収が予定されていたということで、資源

回収のほうには御迷惑をおかけしたというふうな結果となっております。日にちを決定

しまして、それから、一番最初に町民の皆様というか、お知らせいたしましたのが、５

月の区長・町内会長会で区長、町内会長の皆様に日程報告、また協力の依頼をさせてい

ただいたというところでございます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 温泉だけじゃないでしょう。夢中だけじゃなしに、ほか

の学校の資源回収にも影響があったですけども。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 明らかな職務怠慢に当たるというぐあいに思っておりますので、

改めて、二度とこういうことがないようにきっちりと記載させるように指導いたします。

よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ぜひ抜かりのないように、複数でやっぱり編集にも当た

るっていうことにしていただきたいと思います。

次に、１１月１８日にカニ祭りが中止になりました。これについては、悪天候が予想

される中での中止は適切であったと思います。中止による苦情が寄せられたと思うんで

すけども、特に役場の宿直室に。この実態をつかんでありますか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このカニ祭りの主催が新温泉町長になっております。私、就任

した３日目に、挨拶回りの途中で中止になったという連絡が入りました。基本的には浜

坂観光協会が主に会を取りまとめておるようでありました。そういうことで、冠は新温

泉町長なんですけど、実態は実行委員会をもって決定されてるというのが実態でありま

す。詳しい内容については、商工観光課長から報告をしてもらいます。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。
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○商工観光課長（岩垣 廣一君） カニ祭り中止に伴う町に届いた苦情はということでご

ざいます。１１月１８日に役場にカニ祭り中止に関する問い合わせは、約２も件ござい

ました。観光協会のほうには１もも件を超える問い合わせがあったというふうに聞いて

おります。問い合わせの内容のほとんどが、カニの購入場所はないか、あるいはこのカ

ニ祭りが次に延期、あるいは代替等のイベントはないでしょうかという内容だったとい

うふうに聞いております。どちらとも意見、苦情ということで遠方のほうから来られた

お客さんだと思いますけれども、高速道路の料金を払って、知らずに来たという内容の

苦情が１件あったというふうに聞いているところでございます。も上でございます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ２も件、それから１もも件ですか、どのような形で中止

の報道はされたんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 中止につきましては、カニ祭り実行委員会で１１月の

１４日火曜日に決定をいたしました。その日の午後に、町、事務局である浜坂観光協会、

浜坂漁協のホームページでまず中止の掲載をさせていただきました。その次に、各団体

がパンフレット、あるいはポスター等を配付させていただいておりますので、そちらの

団体等への連絡をさせていただいております。いろんな、これは近隣になるんですけれ

ども、ポスター等、張ってる部分につきましては撤去、あるいはポスターの上に中止等

の対策をとらせていただいたところでございます。も上でございます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 私は、役場の宿直室にたまたま役場に用事があって電話

したところ、今、課長が言われた高速道路の料金を返してくれと、そういう苦情もあっ

て、宿直員の方は苦慮してますと、対応に、そういうことがあったと。それから、ふる

さと温泉会の方からも連絡があって、中止とはわからずにもう来てしまったと、親戚に

も連絡をしたしっていうような、こういう苦情も寄せられておりました。私は、やっぱ

りこの中止になったということを知らせる、そういうことについて、まだ足りないので

はないかと思うわけであります。私は、幾ら費用がかかるかわかりませんけども、でき

るならば大阪の梅田の電光掲示板、よく皆さんが見ておられるわけで、そういった掲示

板も利用して、悪天候が予想されますので中止といたしますと、来年お越しくださいと、

新温泉町と、こういう宣伝を、いわゆる中止の広告を出せば、本当にそれこそ新温泉町

の名前も一つはしっかりと売ることができるのではないかと。町長が１５も枚の名刺を

配ったというお話もありましたけども、それも上に大きな効果もあるのでないか、それ

ぐらいやっぱり中止になったときには徹底して宣伝をするということを求めておきたい

と思います。これに対するちょっとお考えがあれば、お願いをいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 事前のそういう告知のあり方については見直す必要があるとい
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うぐあいに思っておりますし、梅田の前がいいかどうかは別にして、広くやっぱり町の

行事については事前の告知の方法を改めて再検討して、今後こういうトラブルがないよ

うにやっていきたいと考えております。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ぜひそのようにしていただきたいと思います。今はイン

ターネットの時代でありまして、そういうことの苦情はどんどんネットを使って広がる

可能性がやっぱり多いわけです。そうすると新温泉町にもなかなか足が向かないような、

そういう話になってきますので、ぜひその点をお願いしたいと思います。

次の問題に移ります。当町では高齢化が進み、同時に免許証を返す人の数もふえてる

わけであります。こういった中で、鳥取の医療機関や買い物、通勤に使う交通手段がま

ず必要ではないかと。これについては、ことし４月１日のダイヤ改正で、ゆめぐりエク

スプレスバスが、結局使えなくなってるわけであります。そういった点で、ゆめぐりエ

クスプレスバスは平成１も年に導入されまして、その目的は鳥取駅に着くスーパーはく

とのお客さんを湯村温泉に誘致するためであります。このように観光が目的のバスであ

ります。しかし、今日では、時刻表などを見れば、この列車とのつなぎにもならないわ

けであります。この際、観光目的は廃止し、名称も変え、住民の医療、買い物、通勤の

ための交通手段と位置づける必要があると考えますが、その点はいかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そのバスのゆめぐりの変更によって、従来、病院に通っていた

人から大変苦情が出ております。私も選挙中に何人も聞いております。利用者の実態は

非常に少ないわけですけど、あったものがなくなる、病院に通う人が非常に多いわけで

すけど、この現状をもう一度見直して、きっちりと病院に行けるような対応を考えてい

きたいと思っております。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 先日、私は日本交通の本社に出向いてお話を聞いてまい

りました。湯村発、７時５も分の便について、ぜひ復活してほしいと言いましたところ、

それはできないと、その原因は人手不足と現在の委託料では赤字となるということであ

ります。そういった中で、日交としては現在、ＪＲ岩美駅から高規格道路を使い、鳥取

県立中央病院への直行便、その後は各バス停にとまり、鳥取駅までの路線を考えてると、

この返答がございました。早期に実現させたいとの意向でありました。湯村からＪＲの

岩美駅までは町民バスを走らせていただければお願いしたいという話もございました。

ぜひ町行政として、実現のために検討を求めたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そのように検討をいたします。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） それに加えまして、新温泉町内の主なスーパーや医療機
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関、金融機関の前で乗りおり自由なバスを走らせることはできないでありましょうか。

遠いバス停まで重たい荷物を提げて歩くお年寄りの姿が見受けられるとこでございます。

ぜひこれも検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） バス停の法的なルールについてちょっとわからんとこがありま

すので、そういうことができるかどうか、企画課長のほうでちょっと答弁させます。

○議長（中井 勝君） 井上企画課長。

○企画課長（井上 弘君） バス停の設置場所については、安全性の確保ということが

第一でございます。そうした状況をまず調べてみないと、どこどこに設置するというよ

うなちょっと返答はできないというような状況でございます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ぜひほかのところを見ますと、スーパーの中にまで、例

えばバスが入り込んで、そこにバス停があると、そこを回ってまた別なところに行くと

か、そういうバスを見かけるわけでして、ぜひそういったことも調べて、検討していた

だきたいと思います。

同じくこの交通体系の問題では、高校生の通学についてのバスが、企画課から浜坂高

校生の皆さんへと、夢つばめからのお願いというビラが出ているわけであります。これ

は、要は浜高生にもバスを利用してほしいと、こういうビラの内容であります。浜坂高

校では部活を終えるのが１８時、完全下校が１８時３も分となっており、湯村方面への

バスは浜坂高校発１８時４も分、この便は照来方面のバス、１９時１も分発に接続をし

ているわけであります。しかし、八田、奥八田、熊谷方面へのバスの便は現実にはない

わけであります。親御さんが毎日、ジャンボ西村まで迎えにいってる実態があるわけで

あります。ぜひこういったことについても検討を求めたいと思います。そして、これら

は、今、お話しした交通体系の問題については、交通政策委員会なるものがあるわけで

すから、そこで全体的な交通網の体系について議論を求めたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） バスのあり方については、全体的な見直しが必要であると思っ

ております。買い物難民問題、これも含めて通学問題、それから病院への問題、トータ

ルに見直して、改めて提案をしたいというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） それでは、次の問題に移ります。道の駅での問題であり

ます。概算事業費の見込み額は、平成２９年２月２８日、委員会資料、商工観光課の資

料によりますと、兵庫県２億 ７３も万円、新温泉町４億７９も万円、計６億 ５２も 

万円、こうなってるわけでありますが、現在もこの数字に変わりはありませんか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 担当課長より答弁をさせます。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 今、２月２８日の委員会資料のお話がありました。全

体経費として６億 ５２も万という資料でございます。今現在、確定ではございません

けれども、全体として７億 ももも万、町の負担として４億 ももも万を見込んでおり 

ます。大きな変更の内容といたしましては、６月に補正をいたしました補助事業であり

ますおみやげ事業、これが約 ５もも万ぐらいですかね、県の交差点改良等の工事、こ

れがまだ確定数字はいただいておりませんけれども、 ５もも万ぐらいの増となってお

りますので、これらの経費を合わせまして７億 ももも万というふうになっているとい

うところでございます。町の負担分といたしましても、先ほど言いましたように、６月

の補正で上げさせていただきましたおみやげ事業、こういったものと土木の工事の分の

負担金を見込んで、４億 ももも万ということでございます。土木工事につきましては、

先ほど言いましたように、まだ確定数字ではございませんし、おみやげ事業につきまし

ても、まだ全てが完了しておりませんので若干の金額の変更はありますけれども、大き

な金額の変更はこれも上はないというふうに考えているところでございます。も上でご

ざいます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 大変な金額だなと思います。町民の方から、この道の駅

については、お手紙をいただきまして、次のような文面でありました。新温泉町を全国

的にＰＲし、地域の活性化のために必要だと。設置場所も交通量の多い浜坂温泉の県道、

高規格道路としての接続を考えると正しいと。ただし、道の駅のつくり、利用に多くの

疑問を感じていますと、５点にわたって言っておられます。

１点目が建物の屋根ごとに高低差があり、すき間から風、雨、または冬期は雪が入る、

それを防ぐ対策が必要と。障がい者用の駐車場の屋根が高過ぎる、高齢者が使いやすい

雨対策が必要だと。

２番目として、駐車場から情報発信コーナー、トイレ等に行くとき、雨、雪対策がで

きていない、全ての屋根のひさしを長くするなど、利用者がぬれない対策が必要だと。

３点目、建物利用方法の変更は難しいが、駐車場から一番近い店がそばである。開店

時間は１１時から１６時の時間、前後は締め切ったまま半日利用できない、何かもった

いない感じがすると、また、そばへの入り口がトイレ側となっていると、イメージが悪

いと、入り口出口を反対にすべきではないか、また、トイレ側の自販機は情報コーナー

のほうがよいと。

４点目、雪に備えた関係か、建物に多くの柱があり、狭い建物内がより狭く感じられ、

全体的に圧迫感があると、食堂前の通路が狭い、土産物、野菜コーナーに行くのも、こ

の通路を通らなければならない、食事はセルフである、混雑時、お客さんが食事を運ぶ、

食事が終わり食器を運ぶ、衛生的にもよくないし、他のお客さんとぶつかるおそれがあ
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ると、対策として最も上側のサッシ窓を入り口として改造し、土産物、野菜コーナー専

用のレジを置いて対応してはどうか、それにより少しは混雑が解消されるだろうと。

５番目、地元の商品、野菜の種類が少なく、価格はスーパーと比較して高いと、道の

駅の売りは、地元産の商品が新鮮、安全、安いということです。価格の検討が必要と考

えると、こういった意見が出ておりますが、これにどうお答えになりますか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ９月２２日オープンして２カ月です。売り上げも含めて、課長

のほうから答弁をさせます。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 数多くの質問、疑問ということで、今いただきました。

まず、１点目の屋根の建物の高低差、全ての建物の間に高低差がありまして、その間に

すき間があるということでございます。雨、あるいは雪が吹き込むということの対策と

いうことで、これは開業当時から検討しとるところでございます。その次の２番目の屋

根のひさしを長くするということは、トイレ、駐車場のほうから情報コーナー、あるい

は物販棟、そばの中央の入り口、こういったところに行くにはぬれてしまうという意味

でございます。この１、２点につきましては、先ほど言いました補助事業でありますお

みやげ事業を使いまして、今、最終の検討をしているところでございます。年度内には

対応したいというふうに考えております。

次に、そばの開店時間、４時間の御指摘がございました。もったいない感じがすると

いう御意見はほかにもいただいております。ただ、これにつきましては、一定のルール

の中で各店舗にお任せするということになっておりますので、できる限り、例えば土日

であるとか、イベントとかあるときは、もっと長い営業時間にしていただきたいという

要望はしておりますけれども、それぞれのお店の事情がございますので、そういった形

の中で検討していただきたいということにしております。

また、そばの出入り口がということがございましたけれども、オープン当時、大変混

雑いたしまして、トイレ側を入り口というような表示をして営業しておりましたけれど

も、今は、通常の営業時は特にトイレ側を入り口というふうにうたっておりませんので、

中央から入っていただくという形での営業を行っております。

次に、４番目に、建物の中、柱が多く、全体に圧迫感があり、食堂前での通路等が狭

いという御意見でございます。全体の建物の構造ですので、今、直接その構造自体、対

応できないということになりますけれども、できるだけ店内のサイン、誘導等で今のと

ころ対応をしているところでございます。外側のサッシを入り口にということの御提案

でございます。確かに機能的にはそのような声もいただきますし、とりあえず出入り口

ではありませんという表示はしておりますけれども、天気のいい日は外のほうから、お

客様が物販棟のほうに直接サッシをあけて入ってこられるという現状もございます。風

除室等が設置ができればそのような形も可能というふうには考えますけれども、今の時
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点では、今の形の中での運営を上手にするということで対応したいというふうに考えて

るところでございます。

５番目の野菜の価格ということでございます。細かい品物についての具体的な内容は

わかりませんけれども、基本的に出荷者協議会というのをさきに設置させていただきま

して、その中でいろいろルールを決めて行っております。もちろん価格につきましては、

誰かが取り決めるということではなく、出荷者の方が独自で決めるということが原則と

なっております。ただ、高いという御指摘でございましたけれども、基本的にそのよう

なことはないというふうに店のほうからは聞いております。その日、あるいはその品目

によっては、近隣のスーパーと比べれば高い品物もあるのかなということはありますけ

れども、基本的にそのようなことはない。ただ、加工品等につきましては、若干、いろ

んな値段がございますので、かなり高い品物もあるというふうには聞いておるところで

ございます。いずれにつきましても、地元野菜を使った特産にこだわるということをや

っておりますので、出荷者協議会の活動をさらに活発にしていただくように、町として

は支援していきたいというふうに考えているところでございます。も上でございます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 雨や雪対策はほぼおみやげ、あれで対応できるというこ

とですから、要は物産、それから野菜だとか、あのコーナーに入る入り口を設けようと

いうことです。これはどなたも言われるんです。もうあそこの食堂のところの通路を、

もういろんな混雑するんです、あそこは。肉も売ってる、それから券も販売しとる、そ

の食券をですね。それから、それこそ土産物コーナーに行く人、食器を返しに行く人、

どなたが考えても、あそこが一番ネックになってるんです。この前、晴れた日でしたけ

ど見たら、仕入れ、いわゆる品物を納める方たちは、一番上側の、いわゆる大きな吐き

出しのあるサッシのところからあけて、そこから品物を入れてはりました。あそこを改

造して、入り口として直接入れるという形にしてはどうでしょうか。レジを置いて、や

っぱりそれはそれで店内の店員さんが対応するという形にすれば、ちょっとでも混雑が

緩和するのではないかと思うんですけども、ぜひ、これは考えていただきたいと思いま

す。課長には、初めからこの計画には携わってたわけじゃないんですから、酷な話だと

私は思うんですけども、ぜひこの点はやっていただきたいなと思うんです。どうでしょ

うか、もう一回、要求しますけど、それは。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今後の経営にかかわる大変重要なポイントを指摘していただい

とるというぐあいに思いますので、今後のあり方も含めて、改めて課長のほうから答弁

をさせます。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 議員、御指摘の内容につきましては、お客様やいろん

な方からも御意見をいただいてるところでございます。ただ、先ほども答弁申し上げま
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したように、そこからの出入り口は極めて有効だと考えてるところでございますけれど

も、いろんな天候のときも常に利用できるということになると、風除室の設置等の経費

的なことも含めた考えをまとめる必要があるというふうに考えておりますので、実際に

運営している会社等と協議をしながら、また皆様と協議をさせていただきながら検討し

たいというふうに思います。よろしくお願いします。

売り上げにつきましてでございます。委員会資料のほうから、今度の委員会にお話を

させていただくということで用意をさせていただいておりますので、そこの中からちょ

っと説明をさせていただきます。

３カ月がたちました。実際の今、出ている営業実問は１も月末まででございますけれ

ども、全体の合計、全店舗でございますけれども、月割りにした計画でございますけれ

ども、人数として１万９４９人に対しまして、実問として１万 ２６４人、これはあく

までレジ通過の利用人数でございます。売り上げとして、計画では ５３も万程度の計

画でございましたけれども、 も６２万という今現在の実問となっております。も上で

ございます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ぜひお客さん本位できちっと考えてほしいと思います。

やっぱりお客さんあっての道の駅ですから、それを忘れないように、ぜひよろしくお願

いいたします。

次に、湯村の観光の振興についてお尋ねいたします。私は、この間、いろんな湯村の

観光施設を見てまいりました。そういう中で、この施設が本当に癒やしとか、温かみと

か、おもてなしとか、こういったことになってるのかどうなのか見てまいりました。夕

方の６時も降になると、荒湯センター前の通りは人通りが絶えるわけであります。私は

過去のことでありますけども、薬師湯の移転はやっぱり間違っていたと、このように結

論づけなければならないと思っております。そういう中で、一つは現施設の観光施設の

点検、改善がまず必要ではないかと、薬師湯広場の足湯、この前町長も出席されて、ジ

ロンボの湯、タロンボの湯と命名をされましたが、屋根が小さくて雨や雪の日には使え

ないわけであります。この前も雪が降った日に、そこの座るとこには雪が積もっており

ました。そういう状態であります。アオギリの湯、これも夢千代橋と夢千代館とのとこ

にあるわけですけども、確かに名前はすばらしい名前でありますが、これもやっぱり雨、

風、雪には耐えられない、もう座ったが最後、要は背中がぼとぼとになると、といもな

いんです、ここは。こういう事態です。

そして、ポケットパークを見てみれば、休憩所があるわけでありますが、屋根がある

のはあるんですけども、そこにはいわゆるといがないんです。だから座っとれば、また

はねが上がってきてズボンがぬれると、こういった状態になります。そうして、平家の

トイレもございます。屋根のたるきが短くて、私の見たときですけども、順番待ちの御

夫人がぬれネズミになっておりました。下屋を出すと同時に、せめて女性側だけでも目
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隠ししてほしいとの要望が出ているわけであります。このように、雨や雪のときにゆっ

たりと過ごせる、暖かな施設であることがやっぱり大事ではないでしょうか。このよう

な目で、全ての施設を点検し、改善してはいかがでしょうか。今あるものだけでもこの

ように改善すれば、お客さん自身が、やっぱり湯村に来てよかったなという思いになる

わけです。ぜひその点をお願いしたいんですけど、どんな御認識でしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今の薬師湯前の足湯、これも っていってバイナリー発

電をした会社がつくっております。いずれもこの道の駅、７億 ももも万かけた道の駅、

これも大阪の設計会社が設計してると。地域のことをわかってない人がそういう設計に

大きく関与しているという残念な結果です。地元に設計士がいるにもかかわらず、何か

積極的に外の、どういういきさつか、いわくか、疑惑までは言いませんけど、そんな感

じさえするような、とんでもない設計の依頼状況があるというぐあいに思っております

ので、今後こういう設計に当たっては、やはり地元業者、雪や雨や、もう実態がよくわ

かる業者を一番に使うようにしたいというぐあいに思っておりますし、現在ある、そう

いう施設についても、一度、これは財産区の管理になると思うんですけど、そういった

ところも含めて、観光客に喜んでいただく、本当のもてなし、そういうものができるよ

うに見直しを図っていきます。図らせます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ぜひ総点検をお願いしたいと思います。少しの費用で、

多分それだけお客さんを呼べるような施設になると思います。やっぱり温泉が売り物で

す。今、設計業者の話が出ましたので、道の駅などについても実際に模型をつくって、

コンペなどをやられたんでしょうか。この足湯についても、どうもそういう実際に意図

したものと現実に建ってるものとが違うような感じがするんですけど。やっぱりこの前、

議会でも出ておりました、あそこの道の駅についたって背が低いと、こんなはずじゃな

かったと。いわゆる平面図だけ出て、実際に建物がどの程度の高さなのかもわからなか

ったというような声が出てるわけでね、やっぱり建物なり、模型をつくってもらって、

やっぱりコンペをやるとか、そういうことが今後必要ではないかなと思います。

それと、もう一つは、建物はそういうことでありますけども、私は職員の意識改革が

必要ではないかと、このことをこの間、痛切に感じました。これについてはこんな出来

事がございました。湯村郵便局前でお客さんから、私に対して、トイレはどこですかと

聞かれましたので、私はポケットパークのトイレを指さして、あの平家の建物ですと、

こう言って教えてあげました。その後、湯村観光協会を訪ねまして、お客さんの中から

トイレのあり場所について訪ねる意見がどうですか、たくさんありますかということを

お聞きしました。そうすると、相当の数おられるということであります。そして、そこ

から、その声をいただきましたので、地域振興課に電話をして、要はお客さんがわから

ないと言ってると、ぜひそこに大きなワッペンを張ってほしいと、いわゆるトイレのマ
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ークですね、小さなこの程度のマークはあるんです。そう言いましたところ、僕はそう

は思いませんって言ったんです、その職員は。それでいまだに、そのワッペンは張られ

ておりません。これが何を意味してんのかね。やっぱり、いわゆるお客さんの視点でな

くて、要は職員の感覚で物事を処理してるのではないかと、こう思えてかなわないんで

す。私は、やっぱりお客さんがこういう声が出てますよということを伝えてるわけです

から、それを即、対応してワッペン張るだけですから、大した何のお金もかからんので

す。もう全てそういうことで、職員の意識もやっぱり改革していく必要があると私は思

ってます。

薬師湯の件がきのう出ましたけども、薬師湯の脱衣場の床、床材がはぐれてガムテー

プで補修、温泉支所のトイレは暖房つきの便座、長きにわたって交換せずに放置されて

ると。先ほど、道の駅で７億ってな話がありましたけど、地方行政にはこの暖房つきの

便座を買う金もないっていうことでしょうか、このようにしか私は思えないんです。や

っぱり私は、お客さんや区民、町民のありがとうございますという言葉こそ、職員にと

っての喜びであるはずであります。ぜひ意識の改革が必要ではないかと、このように思

いますが、いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） もう全くそのとおりであります。現場の職員の意識、朝が晩に

なったらええという本当に残念なことにならんように、改めて意識の啓発をしたいとい

うぐあいに思いますし、今の現場も検証も含めて、そういう実態が町の上層部といいま

すか、管理者にそういう実態の報告があるように、そういうルールを設けて現状の報告、

そして、それに対する対応策、実際の処置というものを徹底するようにやっていきます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 既存の施設はそういうことです。ぜひ職員も本気になっ

て、やっぱりお客さんをもてなす、区民をもてなす、それから町民をもてなすと、そう

いう感覚でぜひ前向きな働き方をしていただきたいと思います。

そして、もう一つ、私はこのポケットパークの利用について申し上げたいと思います。

やっぱり人が出入りする施設があるということは、もう極めてこれ、中心街の大事な点

だと思うんです。そういった点で、いわゆる町長は公約で温泉天国ということを言われ

ましたけども、私は本格的な足湯天国を検討すべきだと思います。雨や雪にも対応し、

観光客や区民にも温かみを提供できると、こういう施設をつくるべきではないでしょう

か。そして、この参考施設として、浜坂の駅前にある足湯、あれはなかなかようできて

ますな。やっぱりといもちゃんとできて、それから、背もたれもあって、なかなかいい

施設だなと思います。あれを見本にするなり、それから、有馬の金の湯っていうのがあ

るんですけど、その裏が足湯になってます。これもすばらしい施設です。雪が降っても

風が吹いても、要はそれにちゃんと対応できるだけの、お客さんに温かみのある施設に

なっております。ぜひそういう足湯をつくっていただきたいと、立派な足湯を私は提案
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したいと思っております。返答を求めたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） すばらしい提案をありがとうございます。実現に向けて頑張っ

てみます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 次に、捕獲した鹿やイノシシは、町の責任で処分を求め

たいと思います。これについては、きのうもきょうもございました。産業建設の資料を

見てみますと、やっぱり捕獲頭数が落ちてますね、これ。年々というか、特に去年あた

りは。そういった点から見ても、やっぱり猟友会や捕獲班の皆さんは、イノシシや鹿を

とってもその処理に苦慮してると。体重が１ももキロから１５もキロもあるようなもの

をどうやって処理するんやという声があるわけでね。ぜひこの点は考慮いただきたい。

とる意欲もないと、もう実際に言われてるわけです。これについて、きのうは何か広域

で行うと、処理をいう話でありますけども、これだったら実際に相当な距離を走らなけ

ればその処理をしてもらえないとか、そういうことになるわけで、やっぱりこの新温泉

町単独での処理を、方法は別ですよ、考えるべきではありませんか。その点、どのよう

に思っておられますか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この件については、現状も含めて、改めて農林課の課長に答弁

させます。

○議長（中井 勝君） 仲村農林水産課長。

○農林水産課長（仲村 秀幸君） 昨日申し上げたのは、広域で処理を検討すべきだとい

うことで、処理すべきということではございません。足並みがそろいませんので、町単

独で処理する方法を今考えてるということでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。

それと、捕獲実問が減ってるというのは確かに減ってございます。ただ、それが捕獲

者の皆さんの処分が困るからという、それだけの理由ではないというふうに分析をして

おります。確かに実問は減っておりますが、例えば今年度でしたら、もう北但、それか

ら南但も含めて、隣の岩美町も含めて、全て頭数が減っております。これは何でかなと

いうことも専門家の方にお聞きしたわけですけど、その年によってすごく、特にイノシ

シですけど波があるということで、それが影響してるんじゃないかということでござい

ます。うちの分、新温泉町の実問についても減ってはおりますけど、隣の例えば香美町

なんかにいったら、もうすごく激減をしてるという状況も実態としてあります。ただ、

鹿の分は当町でもふえておりますので、一概にそういったことが原因ではないというふ

うに認識はしております。

それで、広域でだめなら町単独でという考えは当然ございまして、町単独でどういっ

た処理の方法があるかということを昨日もちょっと触れさせていただいたところでござ
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います。わかりやすく言えば、焼くか、埋めるか、食べるかっていう、通常ではそうい

った処理の方法になるわけですけど、それに加えて、また別の方法も今検討中でござい

ますので、それらをどの方法が一番いいのか、実現性があるのかということを見きわめ

ながら決定したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ぜひ、やっぱり現場の猟友会や捕獲班の皆さんの意見も

聞きながらやってほしいと思いますね。これが大事ですんでね。あの方たちがやっぱり

やる気になって、頑張ってとろうかいなということにならなかったら困るわけで、その

点はきちっと求めておきたいと思います。

次に、燃やすごみの分別資源、ごみ収集、このステーションを増設を求めたいと思い

ます。これは鐘尾地区であります。鐘尾地区からもこれは要望が出てるはずであります。

鐘尾地区というのは、国道９号線に沿った家々と、２階建ての家より上にあります町道

に沿った家々がこのように分かれてるわけで、ごみの集積センターっていうのは国道９

号線沿いに３カ所設置をされています。これも相当離れてるわけで、これを今さら変え

るわけにはいかないと。町道から、これは公民館の横でありますが、おりるためには勾

配が４５度近い坂道をおりなければなりませんと。雪の時分になったら年寄りにとって

は命がけの状態であります。ぜひ上の町道にも１カ所、ごみのステーションが必要だと

考えます。これもやっぱり全町的に高齢化が進む中で見直す必要があるのではないか、

このような思いです。１カ所増設については、除雪のことだとかいろんなことがありま

すから、当然検討をしていただくように求めておきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現場、僕もよく知ってますので、改めて担当課と現場の調査を

する中で見直しを図ります。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 次に、プレミアム商品券、ことし、いわゆる来年度もお

やりになるんでしょうけども、従来と同じことを考えておられるんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現状も踏まえた上で、担当課長に報告をさせます。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 来年度のお話でございます。ちなみに、今年度のプレ

ミアム商品券は９月の１１日に発売をさせていただきました。利用につきましては年内

いっぱいということで、１２月の３１日までの利用となっております。昨年に引き続き

まして大変好評でございまして、その日のうちに売り切れたという状況でございます。

プレミアムにつきましては１も％をつけての販売でございます。まだ来年の正式な予算

要求というのはこれからでございますけれども、商工会との話の中では、引き続き行っ

ていきたいという要望をいただいております。実施の内容でございますけれども、いろ
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んな意見を商工会の中でも議論していただきまして、ことしはプレミアムの券を使って

何店舗か回れば、さらにそれにサービスをするというようなシステムも設けて、数の店

舗を回っていただくというような考えをしているところでございます。もちろん全体の

実問が出ないと成果としては出ないわけでございますけれども、いろんなやり方を考え

る中で多くの店舗を利用していただいて、地元の商店の反映につなげていくというのが

目的でございますので、その目的にかなう施策になっていくようにというふうに商工会

とはお話をさせていただいてるところでございます。も上でございます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 私は、このプレミアム商品券を買えるのはお金ある人な

んです。資力のある人だと思うんです。町民が等しくそれを買ってるかっていったら、

多分買ってないと思います。５万円なら５万円のお金が用意できないという人にとって

は、それは関係ないわけです。私はこういうやり方はやめて、全ての世帯が潤う生活支

援商品券、こういったところに変えるべきだと思うんですけど。長年、金の持ってる人

だけ、例えばボーナスをもらった人だけとかそういう形になるわけで、これこそ私は不

公平だと思いますよ、行政が金出してやることについて。景気浮揚っていうけども、や

っぱり生活を支援していくっていうのが大事だ。このところ本当に年末を控えてどうす

んのかなという方たちがたくさんおられるんです。そういったところに向けて、要は全

体で、例えば ももも円なら ももも円、 ももも円券を２枚、各家に届けると、これ  

のほうがよっぽど行政としては、やり方としては公平であるし、いわゆる生活も支援で

きる、それから景気浮揚についても、それほどの大きな効果はないかもわからないけど

も、みんなが喜んでもらえると、こういう観点こそ私は大事ではないかと思うんですけ

ども、町長はどんなお考えをされてるでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この商品券のあり方については、僕も議員時代から疑問を持っ

ておりました。まさに、買える人だけが買える券というプレミアムのためのプレミアム

券、こういう位置づけにもなるというぐあいに思っております。１日で完売したという

ことは、一方で本当に厳しい生活環境があって、１円でも大切に使いたい、そういうこ

とで１も％のプラスアルファは生活に本当に寄与しているということで、１日で完売し

ているという状況はあると思います。我が町の生活実態がよく出ておると思うんです。

一方で、買いたくても買えない人がいるという事実もあります。それから、さらに問題

点として、この商品券が商店３％負担があります、使われた商店。しかも、なおかつ特

定のお店に限定されているということで、広く薄くという、そういう制度の趣旨からす

ると、疑問点が多いということが実態だというぐあいに思っております。当然見直しを

する必要があるということで、広く薄くという生活支援型商品券、こういったものを考

える必要があるというぐあいに思っております。僕個人として、議員時代から言っとっ

たことが、例えば散髪券にして散髪代を半額にしてあげるとか、散髪行かない人いませ
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んからね、基本的に。家でされる方も一部ありますけど、それからパーマの券であると

か、そういう生活上にどうしてもいるような、そういう券の仕組みも考えたら、もっと

もっと幅広く利用できる、本来の生活支援型っていいますか、住民本位というか、誰か

らも不平も出にくいというぐあいに思っておりますし、本来の趣旨に沿うような商品券

になる、この場合はプレミアムというのは使わないということになってくると思うんで

すけど、そういうことで、改めて商品券のあり方、商工会とも相談する中で決めていき

たいというぐあいに思っております。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ぜひ町政全般について、やっぱり職員も元気になる、発

想の転換ということを常に緊張を持って行っていただきたいと思います。私も議会の中

でそういったことについて具体的な提案を今後もして、できる限り町政に貢献をしたい

と考えます。も上で質問を終わります。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） １回決めるとなかなか変わらないというのが、これ日本の悪い

点だというぐあいに思います。前年踏襲、仕事も楽ですし、いろんな意味で手間暇もか

けんでもいいということで、前年踏襲がこの国では多いと。しかし、これでは町が変わ

りません。時代の流れも大きく変わっております。高齢者がどんどんふえる、少子化は

どんどん進む、人口は減っていくという中で、やはり見直していく点がたくさんあると

思いますので、今回の御意見、きのうからきょうで８人目になりますけど、そういった

ところを十分に勘案させていただいて、予算を有効に使っていきたいというぐあいに思

っております。ありがとうございます。

○議長（中井 勝君） これをもって中井次郎君の質問を終わります。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りします。本日の会議はこの辺で延会したいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会するこ

とに決定しました。

本日はこれで延会します。

次は、１２月８日金曜日、午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まり

ください。長時間お疲れさまでした。

午後３時０７分延会
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